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企画競争説明書 
 

 

 

業務名称：カンボジア国プノンペン都洪水防御・排水改善事業

準備調査【有償勘定技術支援】   

   
 

調達管理番号：21a00846 
 

 

 

【内容構成】 

第１章 企画競争の手続き 

第２章 プロポーザル作成に係る留意事項 

第３章 特記仕様書案 

第４章 業務実施上の条件 

 

注）本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ（PDF）」と

させていただきます。 

詳細については「第１章 ８．プロポーザル等の提出」をご確認ください。 

 

 

 

 

２０２１年１２月１５日   

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部 
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本説明書は、独立行政法人国際協力機構（JICA）が、民間コンサルタント等に実施

を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法（企画

競争）について説明したものです。 

企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書（以下「プロポーザル」という。）

に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することによ

り、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、こ

の説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提

出を求めます。 

なお、本説明書の第３章「特記仕様書案」、第４章「業務実施上の条件」は、プロ

ポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者が

その一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではあ

りません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交

渉において、協議するものとしています。 

 

 

 

第１章 企画競争の手続き 
 

１ 公示 

公示日 ２０２１年１２月１５日 

 

２ 契約担当役 

理事 植嶋 卓巳 

 

３ 競争に付する事項 

（１）業務名称：カンボジア国プノンペン都洪水防御・排水改善事業準備調査【有償

勘定技術支援】 

（２）業務内容：「第３章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しま

すので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。（全費目

課税） 

（４）契約履行期間（予定）：２０２２年３月中旬 ～ ２０２３年５月下旬 

新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の

現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これ

らにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。 

（５）前金払の制限 

本契約については、契約履行期間が１２ヶ月を越えますので、前金払の上限額

を制限します。 

具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上

限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記（４）の契約履行期間を

想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、

契約交渉の場で確認させていただきます。 

１）第１回（契約締結後）：契約金額の34％を限度とする。 
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２）第２回（契約締結後13ヶ月以降）：契約金額の6％を限度とする。 

 

４ 窓口 

【選定手続き窓口】 

調達・派遣業務部 契約第一課 

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp 

担当者：竹内 清佳 Takeuchi.Kiyoka@jica.go.jp 

注）持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。 
【事業実施担当部】 

  東南アジア・大洋州部 東南アジア第二課 

 

５ 競争参加資格 

（１）消極的資格制限 

以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則（平成 15 年細則

(調)第 8 号）第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の

構成員となることや契約の下請負人（業務従事者を提供することを含む。以下同

じ。）となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求

めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。 

１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

具体的には、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成

11年法律第 225号）の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行して

いない法人をいいます。 

２）独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年

規程(総)第 25号）第 2条第 1項の各号に掲げる者 

具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団

等を指します。 

３）独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程

（平成 20年規程(調)第 42号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受けて

いる者 

具体的には、以下のとおり取扱います。 

① 競争開始日（プロポーザル等の提出締切日）に措置期間中である場合、競

争への参加を認めない。 

② 競争開始日（プロポーザル等の提出締切日）の翌日以降から、契約相手確

定日（契約交渉権者決定日）までに措置が開始される場合、競争から排除

する。 

③ 契約相手確定日（契約交渉権者決定日）の翌日以降に措置が開始される場

合、競争から排除しない。 

④ 競争開始日（プロポーザル等の提出締切日）以前に措置が終了している場

合、競争への参加を認める。 

（２）積極的資格要件 

当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めま

す。 

１）全省庁統一資格 

令和 01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。 

mailto:outm1@jica.go.jp
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２）日本登記法人 

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 

 

（３）利益相反の排除 

利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作

成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の

対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反

が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企

業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。 

具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。 

特定の排除者はありません。 
 

（４）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の

者とします。 

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（２）に規定

する競争参加資格要件を求めません（契約交渉に際して、法人登記等を確認する

ことがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作成

し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての

社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契

約は認めません。 

 

（５）競争参加資格要件の確認 

競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いた

だく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格

要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。 

 

６ 資料の配付依頼 

資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼く

ださい。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html） 

・第４章 業務実施上の条件に記載の配付資料 

・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程（2021年4月1日版）」

及び「情報セキュリティ管理細則（2021年3月31日版）」 

 

「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程（2021年4月1日版）」及

び「情報セキュリティ管理細則（2021年3月31日版）」については、プロポーザル

提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄する

ことを指示します。 

 

 

７ 説明書に対する質問 

（１）質問提出期限：２０２１年１２月２３日 １２時 

https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html
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（２）提出先：上記「４．窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者) 

注１）原則、電子メールによる送付としてください。 
注２）電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。 
注３）公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として

お断りしています。 
（３）回答方法：２０２２年１月４日までに当機構ウェブサイト上にて行います。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

８ プロポーザル等の提出 

（１）提出期限：２０２２年１月２１日 １２時 

 

（２）提出方法： 

プロポーザル・見積書を、電子データ（PDF）での提出とします。 

上記（１）の提出期限日の４営業日前から１営業日前の正午までに、プロポ

ーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。 

 （件名：「提出用フォルダ作成依頼_（調達管理番号）_（法人名）」） 

なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説

明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の

電子提出方法（2021年10月13日版）」を参照願います。以下にご留意くださ

い。 

１） プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格納

ください。 

２） 本見積書と別見積書は GIGAPOD内のフォルダに格納せず、ＰＤＦにパ

スワードを設定し、別途メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。

なお、パスワードは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから

送付願います。 
（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 ） 

※依頼が１営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出が

できなくなりますので、ご注意ください。 

 

（３）提出先： 

１）プロポーザル 

「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」 

２）見積書：  

宛先：e-koji@jica.go.jp 

件名：（調達管理番号）_（法人名）_見積書 

 〔例：20a00123_○○株式会社_見積書〕 

本文：特段の指定なし 

添付ファイル：「20a00123_○○株式会社_見積書」 

※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、JICA

調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。 

評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位

になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。 

 

（４）提出書類： 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
mailto:e-koji@jica.go.jp
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
mailto:e-koji@jica.go.jp
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１）プロポーザル・見積書 

 

（５）プロポーザルの無効 

次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。 

１）提出期限後にプロポーザルが提出されたとき 

２）同一提案者から２通以上のプロポーザルが提出されたとき 

３）虚偽の内容が記載されているとき 

４）前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき 

 

（６）見積書 

本件業務を実施するのに必要な経費の見積書（内訳書を含む。）の作成に当た

っては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」（2020 年 4 月）

を参照してください。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html） 

１）「３ 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割され

ることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに

作成して下さい。 

２）以下の費目については、別見積りとしてください。 

ａ）旅費（航空賃） 

ｂ）旅費（その他：戦争特約保険料） 

ｃ）一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの 

ｄ）直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

ｅ）その他（以下に記載の経費） 

  自然条件調査（現地再委託経費） 

環境社会配慮（現地再委託経費） 

EIA作成・承認取り付け作業（現地再委託経費） 

対象国の便宜供与に含まれない現地活動費（家具、オフィス機器、光

熱費、通信料） 

３）以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 

特になし 

４）外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 

ａ）現地通貨 KHR1＝0.02828円 

ｂ）US$１  ＝113.603円 

ｃ）EUR１  ＝128.135円 

  ５）新型コロナウイルス感染対策に関連する経費 

PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。

契約交渉の段階で確認致します。 

６）その他留意事項 

特になし 

 

９ プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法 

提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目

及びその配点に基づき評価（技術評価）を行います。評価の具体的な基準や評価に

当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガ

イドライン」の別添資料１「プロポーザル評価の基準」及び別添資料２「コンサル

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html


2021年10月版 

7 

 

タント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。 

技術評価点が基準点（１００点満点中６０点）を下回る場合には不合格となりま

す。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html） 

（１）評価対象業務従事者について 

プロポーザル評価配点表の「３．業務従事予定者の経験・能力」において評価対

象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。 

１）評価対象とする業務従事者の担当専門分野 

ａ）業務主任者／雨水排水計画 

ｂ）排水施設設計 

ｃ）機械・電気設備計画 

２）評価対象とする業務従事者の予定人月数 

 16.75人月（現地：12.00人月、国内：4.75人月） 

 

（２）評価配点表以外の加点について 

評価で６０点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の２点について、加

点・斟酌されます。 

１）若手育成加点 

本案件においては、業務管理グループとしてシニア（46歳以上）と若手（35

～45歳）が組んで応募する場合（どちらが業務主任者でも可）、一律２点の加

点（若手育成加点）を行います。 

若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポー

ザル作成ガイドライン」の別添資料３「業務管理グループ制度と若手育成加点」

を参照ください。 

 
２）価格点 

若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第１位と第２

位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交

渉権者を決定します。 

 評価点及び若手育成加点の合計の差が第１位の者の点数の２．５％以内であ

れば、見積価格が最も低い者に価格点として２．５点を加点し、その他の者に最

低見積価格との差に応じた価格点を加点します。 

具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。 

最低見積価格との差に係る計算式： 

  （当該者の見積価格－最低見積価格）／最低見積価格×１００（％） 

最低見積価格との差（％）に応じた価格点 

最低価格との差（％） 価格点 

３％未満 ２．２５点 

３％以上 ５％未満 ２．００点 

５％以上 １０％未満 １．７５点 

１０％以上 １５％未満 １．５０点 

１５％以上 ２０％未満 １．２５点 

２０％以上 ３０％未満 １．００点 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html
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３０％以上 ４０％未満 ０．７５点 

４０％以上 ５０％未満 ０．５０点 

５０％以上 １００％未満 ０．２５点 

１００％以上 ０点 

（３）契約交渉権者の決定方法 

契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。 

１）競争参加者の競争参加資格要件を確認。 

２）プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。 

３）評価が６０点未満であったプロポーザルを失格として排除。 

４）若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに２点を加

算。 

５）評価点が僅少（最高評価点との点差が２．５％以内）である場合、見積書を

開封し、価格評価を加味。 

６）上記、１）～５）の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決

定。 

 

１０ 評価結果の通知と公表 

評価結果（順位）及び契約交渉権者を ２０２２年２月４日までにプロポーザルに

記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。 

なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開すること

とします。 

（１）プロポーザルの提出者名 

（２）プロポーザルの提出者の評価点 

以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。 

①コンサルタント等の法人としての経験・能力 

②業務の実施方針等 

③業務従事予定者の経験・能力 

④若手育成加点＊ 

⑤価格点＊ 

＊④、⑤は該当する場合のみ 

また、評価結果の順位が第 1位にならなかった競争参加者については、評価結果

通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部（e-

propo@jica.go.jp）宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内

容について面談で説明します。7営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説

明は 30分程度を予定しています。 

注）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性が
あります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま
す。 

 なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポー

ザルの評価内容についての説明をご依頼ください。 

 

１１ 契約情報の公表 

本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連

mailto:e-propo@jica.go.jp
mailto:e-propo@jica.go.jp
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情報（契約の相手方、契約金額等）を公表しています。また、一定の関係を有する

法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。

詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願

います。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html） 

プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ

せていただきます。 

（１）一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 

１）公表の対象となる契約相手方取引先 

次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 

ア．当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、

又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること 

イ．当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3分の 1以上を占めてい

ること 

２）公表する情報 

ア．対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 

イ．直近 3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 

ウ．総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 

エ．一者応札又は応募である場合はその旨 

３）情報の提供方法 

契約締結日から１ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 

（２）関連公益法人等にかかる情報の公表 

契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13章第 6節に規定する関連公益法

人等に該当する場合には、同基準第 13章第 7 節の規定される情報が、機構の財務

諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 
 

１２ 誓約事項 

プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきま

す。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 

（１）反社会的勢力の排除 

以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。 
ア．競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会

運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等（各用語の意義は、独立行政法人国際

協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24年規程(総)第 25号）

に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、

「反社会的勢力」という。）である。 

イ．役員等が暴力団員でなくなった日から 5年を経過しないものである。 

ウ．反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。 

エ．競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用

するなどしている。 

オ．競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維

持、運営に協力し、若しくは関与している。 

カ．競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りなが

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html
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らこれを不当に利用するなどしている。 

キ．競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難される

べき関係を有している。 

ク．その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号）

又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ってい

る。 

（２）個人情報及び特定個人情報等の保護 

法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）

（平成 26年 12月 11日特定個人情報保護委員会）」に基づき、個人情報及び特定

個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。 

本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、

業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのよう

な場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させて

いただくことが趣旨です。 

 

１３ その他留意事項 

（１）配付・貸与資料 

当機構が配付・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみ

に使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 
（２）プロポーザルの報酬 

プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 
（３）プロポーザルの目的外不使用 

プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交

渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があ

った場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情

報を提供することがあります。 
（４）プロポーザルの電子データについて 

不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除しま

す。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用し

ません。 
（５）虚偽のプロポーザル 

プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするととも

に、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあ

ります。 
（６）プロポーザル作成に当たっての資料 

プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 
１）調達ガイドライン（コンサルタント等の調達）： 

当機構ウェブサイト「調達情報」＞「調達ガイドライン、様式」＞「コンサル

タント等契約 関連ガイドライン／個別制度の解説」 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html） 

２）業務実施契約に係る様式： 

同上ウェブサイト「調達情報」＞「調達ガイドライン、様式」＞「様式 業務

実施契約」 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html） 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html
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第２章 プロポーザル作成に係る留意事項 
１．プロポーザルに記載されるべき事項 

プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してくださ

い。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html） 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

１）類似業務の経験 

注）評価対象とする類似業務：日本及びその他全世界における排水事業に係

る各種調査・計画・設計・監理業務 

２）業務実施上のバックアップ体制等 

３）その他参考となる情報 

（２）業務の実施方針等 

１）業務実施の基本方針 

プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一

方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もあり

えます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せ

ざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提

案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきまし

ては、制限ページ数外、見積不要とします。 

 

２）業務実施の方法 

１）及び２）を併せた記載分量は、２０ページ以下としてください。 

３）作業計画 

４）要員計画 

５）業務従事予定者ごとの分担業務内容 

６）現地業務に必要な資機材 

７）その他 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

１）業務管理体制の選択 

本案件では、業務管理グループ（副業務主任者１名の配置）の適用を認めま

す。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドライン

の別添資料３「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 

業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案す

る場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 

２）評価対象業務従事者の経歴 

評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業

務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 

 業務主任者／雨水排水計画 

 排水施設設計 

 機械・電気設備計画 

 

各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html
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地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 

【業務主任者（業務主任者／雨水排水計画）】 

ａ）類似業務経験の分野：雨水排水計画に係る各種業務 

ｂ）対象国・地域又は類似地域：全世界 

ｃ）語学能力：英語 

【業務従事者：排水施設設計】 

ａ）類似業務経験の分野：排水施設設計に係る各種業務 

ｂ）対象国・地域又は類似地域：全世界 

ｃ）語学能力：英語 

【業務従事者：機械・電気設備計画】 

ａ）類似業務経験の分野：排水施設設計に係る各種業務 

ｂ）対象国・地域又は類似地域：評価せず 

ｃ）語学能力：語学評価せず 

 

２ プロポーザル作成上の条件 

（１）自社と雇用関係のない業務従事者の配置 

自社の経営者または自社と雇用関係にある（原則、当該技術者の雇用保険や健康

保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇

用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、

雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等

関連資料を審査の上、JICAにて判断します。）技術者を「専任の技術者」と称しま

す。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。 

補強については、全業務従事者の4分の3までを目途として、配置を認めます。た

だし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務

従事者数の2分の1までを目途とします。 

なお、業務主任者については、自社（共同企業体の場合は代表者）の「専任の技

術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業

務主任者についても自社（共同企業体の場合は、代表者又は構成員）の「専任の技

術者」を指名してください。 

注１）共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当

該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事

者を提供することを認めません。 

注２）複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。 

注３）評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定

者の所属する社又は団体（個人の場合は本人の同意書）から同意書（様式

はありません。）を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書

への、補強を行う者の代表社印又は社印（個人の場合は個人の印）押印は

省略可となります。 

注４）評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に

同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事

者を確定する際に提出してください。 

注５）補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。 

注６）通訳団員については、補強を認めます。 

（２）外国籍人材の活用 
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途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ

し、委託される業務は我が国ＯＤＡの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活

用上限は、当該業務全体の業務従事人月の２分の１及び業務従事者数の２分の１を

目途としてください。 

なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当

該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力

について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添

付してください。 

 

３ プレゼンテーションの実施 

本案件については、プレゼンテーションを実施しません。 

 

別紙：プロポーザル評価表 
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別紙             プロポーザル評価配点表 
 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 （ 10 ） 

（１）類似業務の経験 6 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 4 

２．業務の実施方針等 （ 40 ） 

（１）業務実施の基本方針の的確性 16 

（２）業務実施の方法の具体性、現実性等 18 

（３）要員計画等の妥当性 6 

（４）その他（実施設計・施工監理体制） 0 

３．業務従事予定者の経験・能力 （ 50 ） 

（１）業務主任者の経験・能力／業務管理グループの評価 
（ 26 ） 

業務主任者 

のみ 

業務管理 

グループ 

① 業務主任者の経験・能力： 業務主任者／雨水排水計画 （26） （11） 

ア）類似業務の経験 10 4 

イ）対象国・地域での業務経験 3 1 

ウ）語学力 4 2 

エ）業務主任者等としての経験 5 2 

オ）その他学位、資格等 4 2 

② 副業務主任者の経験・能力： 副業務主任者／○○〇〇 － （11） 

ア）類似業務の経験 － 4 

イ）対象国・地域での業務経験 － 1 

ウ）語学力 － 2 

エ）業務主任者等としての経験 － 2 

オ）その他学位、資格等 － 2 

③ 業務管理体制、プレゼンテーション （－） （4） 

ア）業務主任者等によるプレゼンテーション － － 

イ）業務管理体制 － 4 

（２）業務従事者の経験・能力： 排水施設設計 （ 12 ） 

ア）類似業務の経験 6 

イ）対象国・地域での業務経験 1 

ウ）語学力 2 

エ）その他学位、資格等 3 

（３）業務従事者の経験・能力： 機械・電気設備計画 （ 12 ） 

ア）類似業務の経験 8 

イ）対象国・地域での業務経験 0 

ウ）語学力 0 

エ）その他学位、資格等 4 
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第３章 特記仕様書案 

本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザ

ルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約

書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。 

また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映

するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様

書」となります。 

 

第１条 総則 

この仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という）と受注者
名（以下「受注者」という）との業務実施契約により実施する「カンボジア国プ

ノンペン都洪水防御・排水改善事業準備調査」に係る業務の仕様を示すものであ

る。 

 

第２条 事業の背景 

カンボジア王国（以下「カンボジア」という）の首都プノンペンは、当国における

経済の中心地であり、都市開発が急速に進んでいる。一方で、平坦な地形のため、大

雨や河川の氾濫により運輸交通インフラや商工業施設、市街地が浸水の影響を受けや

すく、近年は、都市化による排水機能の低下や、気候変動の影響により短時間強雨に

よる内水氾濫が広域化・長期化する傾向にある。2020年にはプノンペン都南西部にお

いて、国際空港周辺やその他地域の市街地、道路等で最大で20日間程度にわたって浸

水するなど、運輸交通や市民の生活に加えて、汚水の逆流による悪臭の発生等の衛生

環境に深刻な影響をもたらしている。 

カンボジア政府は国家開発戦略（2019～2023年）において、開発パートナー等と協

力した浸水対策を継続的に取り組むことを優先課題として掲げ、プノンペン都は独自

予算や我が国の無償資金協力により排水ポンプ場の増強や排水施設の整備を進めて

来た。しかしながら、現状の資金規模では、広範囲にわたる大規模な水路の新設・改

修やポンプ場の新設等が十分に実施できず、急速に進む都市開発及び浸水被害の頻

度・規模の増加を受けて早急に対策を講じることが不可欠となっている。 

これらの背景を踏まえて、国際空港、主要物流ルート（国道3号線・4号線）、経済

特別区等の産業基盤を有し、プノンペン都の都市開発が進行しているプノンペン都南

西部において、排水施設及び調整池を整備・改修する「カンボジア国プノンペン都洪

水防御・排水改善事業準備調査」（以下、「本事業」という。）に関して、プノンペ

ン都からJICAに対して協力準備調査の実施が要請された。 

本業務は、プノンペン都からの要請を踏まえ、当該事業の目的、概要、事業費、実

施スケジュール、実施（調達・施工）方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環

境及び社会面の配慮等、我が国の円借款事業として実施するための審査に必要な調査

を行うことを目的として実施するものである。  
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第３条 事業の概要 

（１）事業名 

 プノンペン都洪水防御・排水改善事業 

（２）事業目的 

 本事業は、プノンペン都南西部において、排水施設及び調整池を整備・改修するこ

とにより、雨水の排水機能の改善及び浸水被害の軽減を図り、もって当国における生

活の質向上及び産業振興に寄与するもの。 

（３）事業概要 

 プノンペン都南西部において、排水施設及び調整池を整備・改修するもの。想定さ

れる具体的な施設及び機材は、以下のとおり。 

① 排水路の整備 

② 調整池の整備  

③ 排水ポンプ場の新設  

④ 函渠の整備 

⑤ 機材（ポンプ等）の調達 

⑥ コンサルティング・サービス（詳細設計、入札補助、施工監理等） 

⑦ ソフトコンポーネント 

（４）対象地域 

 プノンペン都   

（５）関係官庁・機関 

① 実施機関 

プノンペン都公共事業運輸局 

② その他関係省庁・機関 

 経済財政省（Ministry of Economy and Finance。以下、「MEF」という。）、公

共事業運輸省（Ministry of Public Works and Transport。以下、「MPWT」とい

う。） 

（６）本事業に関連する我が国の主な援助活動 

 ・開発調査型技術協力「プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査」（1998年） 

 ・開発調査型技術協力「プノンペン都下水･排水改善プロジェクト」（2014～2016

年） 

 ・無償資金協力「プノンペン市洪水防御・排水改善計画」（2001年～2004年） 

・無償資金協力「第二次プノンペン市洪水防御及び排水改善計画」（2005年～2010

年） 

・無償資金協力「第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画」（2011年～2015年） 

・無償資金協力「第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画」（2016年～現在） 

・技術協力プロジェクト「プノンペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能力強化

プロジェクト」（2019年4月〜2023年4月） 

・草の根技術協力「プノンペン都廃棄物管理改善事業」（2019年1月～2023年4月） 

・無償資金協力「プノンペン下水道整備計画準備調査」（2018年～2019年） 

・無償資金協力「プノンペンにおける下水道整備計画」（2019年～現在） 

 

第４条 業務の目的 

本事業について、背景、目的及び内容を精査し、必要性を検討する。また、必要性

が確認された上で、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、実施方法（調
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達・施工）、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国円借款事

業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。 

 

第５条 業務の範囲 

本業務は、「第４条 業務の目的」を達成するため、「第６条 実施方針及び留意

事項」を踏まえつつ、「第７条 業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「第８条 

成果品等」に示す報告書等を作成するものである。 

 

第６条 実施方針及び留意事項 

（１）JICAの円借款検討資料としての位置づけ 

本業務の成果は、本事業に対する円借款の審査をJICAが実施する際の検討資料及び

当国の事業承認の基礎資料として用いられることとなる。 

本業務で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、

事業内容の計画策定については、調査の過程で随時十分JICAと協議し、承認を得る。 

また、本業務で検討・策定した事項がカンボジア関係機関（特に、借入人である経

済財政省及び実施機関であるプノンペン都）への一方的な提案とならないように、カ

ンボジア政府と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とする。 

一方、当該審査の過程において、対象事業の内容が本業務の結果とは一部異なる結

論となることがある可能性に留意し、借入国関係者に本業務結果がそのまま円借款事

業として承認されるものとして誤解を与えないよう留意する。 

本業務では、積算額に関する先方政府との認識の一致に特に留意する必要がある。

従って、本業務においては、当初想定されていた技術仕様や当該技術仕様に基づく積

算額について先方政府または実施機関と認識の一致を図り、協議・調整状況について

速やかにJICAに情報共有を行うとともに、必要に応じ協議議事録を作成する。協議議

事録は、原則としてファイナル・レポートに添付する。 

 

（２）審査の重点項目 

本業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については、

取りまとめに際して、JICAから別途指示する基本的な基準、様式に従ってとりまとめ

ること。また、審査にあたり必要な項目の追加を指示する可能性がある。 

１）適用される技術基準 

２）施工計画 

３）調達計画 

４）事業費 

５）事業実施スケジュール 

６）事業実施体制 

７）運営・維持管理体制 

８）運用・効果指標 

９）内部収益率（IRR） 

１０）環境社会配慮 

また、審査に当たり必要な項目の追加を指示する可能性がある。その際は、追加人月

の要否を含めて別途協議を行い、対応を検討する予定。 

 



2021年10月版 

18 

 

（３）JICA本部への事前説明・確認 

本業務の成果（協議資料等の中間的な成果を含む。）について借入国政府側の関係省

庁・機関に提示する場合には、JICA本部に事前に説明・確認の上、その内容について

承認を得るものとする。借入国政府、特に実施機関との間で調査方針等について意見

の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかにJICAに報告し、対応方針

について指示を受けること。 

なお、JICAへの説明・確認については、JICAへの説明・確認については、対面、オン

ラインによる会議形式で行うことを原則とし、困難な場合は電子メール等による実施

も可とする。打合せ後は、必要に応じて受注者にて打合簿を作成し、監督職員の確認

を得る。 

 

（４）関係機関との協力体制及び円滑な合意形成 

本業務はプノンペン都を主なカウンターパートとして実施するものの、関係機関が

MEF、MPWT等、多岐にわたることから、関係機関と協力しながら調査を進めること。 

本事業の実施機関であるプノンペン都とは、日々のコミュニケーションを良好に保

ち、常に調整を図りながら、JICAとの連絡・相談も密にしつつ、業務を進めること。 

また、借入人であるMEFによる意思決定が、円滑な調査実施及び協力内容の検討に

必要不可欠であることから、調査開始時・中間・終盤で必要なタイミングでプノンペ

ン都と共に進捗報告及び協議を行うことを計画に含めること。 

 

（５）先行調査・既存事業から得られる情報のレビュー及び活用と実施中案件との連

携 

本業務に先立って以下に列挙する調査、事業が実施されているところ、かかる先行

調査・既往事業から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な調査実

施が求められる。プロポーザルにおいて、先行調査・既往事業から得られる情報と本

業務で必要な項目について整理し、本業務で調査すべき事項についてその理由と共に

提案すること。 

先行調査・既往事業一覧 

・開発計画調査型技術協力「プノンペン都下水･排水改善プロジェクト」（2016年） 

・無償資金協力「プノンペン市洪水防御・排水改善計画（第一次～第四次）」（2001

年～現在） 

・技術協力プロジェクト「プノンペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能力強化プ

ロジェクト」（2019年4月〜2023年4月） 

・草の根技術協力「プノンペン都廃棄物管理改善事業」（2019年1月～2023年4月） 

・無償資金協力「プノンペン下水整備計画準備調査」（2018年～2019年） 

・無償資金協力「プノンペンにおける下水整備計画」（2019年～現在） 

また、「第３条（６）本事業に関連する我が国の主な援助活動」で示した関連事業

の現状及び課題を把握し、把握された課題への対応として適当なものは、本事業にて

取り組むことを検討する。なお、「プノンペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能

力強化プロジェクト」、「プノンペンにおける下水整備計画」は現在実施中であるた

め、同案件の進捗と成果を確認するとともに、基礎情報の共有、プノンペン都関連事

業とのスケジュール調整、プノンペン都の経営・運営体制の検討、運営・維持管理体

制（予算確保を含む）、技術支援の必要性及び内容の検討、本邦技術の活用可能性の

検討等に関して、連携して調査を進め、互いに齟齬がないように調整すること。 

なお、「プノンペンにおける下水整備計画」は、2016年M/P（汚水計画）を受けて排
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水区19内で無償資金協力により下水処理場を建設中である。一方、本事業の対象区域

に含まれている排水区9の東側半分は、上記下水処理場の処理区域に含まれており、

Tarbekポンプ場を経由して下水処理場に流入する。但し、下水処理場の処理能力が

5000m3/日なので、Tarbekポンプ場（吐出能力23.3m3/秒）を経由してきた排水の0.25％

のみが処理場に流入し、汚水施設整備区域と本プロジェクトの施設整備区域の重複は

あるものの雨天時に排水区9に降った雨水のうち下水処理場に流入する割合は0.2％

と殆ど無視できる割合になると想定されるが、「プノンペン下水道整備計画」の進捗

等を確認のうえ、汚水と雨水排水のネットワークの状況を調査すること。 

JICAより指示された調査項目に関しては、当該調査が終了次第、JICAに報告し、調

査結果及び収集資料・データ等を速やかに提出すること。加えて、プノンペン都公共

事業運輸局に派遣中のJICA専門家（プノンペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能

力強化プロジェクト）を中心に、上記JICA事業のコンサルタントチームとも密に情報

交換・意見交換を行い、調査・分析に際しては十分な調整を図ること。 

 

（６）調査における地理的な対象範囲 

本業務における自然条件調査、事業実施スケジュール（施工計画、工事安全対策等

を含む）、環境社会配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置

する場所（及びその周辺）のみならず、本事業を実施するにあたって必要となり、か

つ実施機関により提供されるべき用地（例：土取り場、土捨て場、工事用ヤード、工

事用道路等の関連インフラ等）（及びその周辺）についても考慮に含まれることに留

意する。 

本業務は、2016年に策定した「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」（以下、

「M/P」とする）において、現況、課題、計画フレーム（計画目標年次、排水区画割（更

新）等）、設計条件、雨水排水改善案、施設設計、概略事業費積算、経済・財務分析

といったマスタープラン改定作業の一環として、各排水区のコンポーネントの優先順

位づけを行っており、同優先順位に基づき、プノンペン都は自己資金及び他ドナーか

らの支援等を受けて、施設整備を進める方針である。したがって、本業務は、原則と

して同M/Pをレビューしたうえで、不足事項を確認（調査）することとし、業務の効率

化を図る。 

M/Pでは、プノンペン都中心地が優先度1（4段階評価のうち最優先）と評価され、無

償資金協力「第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画」により施設整備を実施した。

また、同M/Pで優先度2とした排水区4か所のうち、国際空港を含む地区（排水区番号9）

は浸水被害や経済性の観点で重要度・緊急度が高いため、プレF/Sが実施されている。 

本事業は、プノンペン都からのニーズのヒアリングを踏まえて、プノンペン都南西

部（「第７条 業務の内容（５）自然条件調査」の表１にある排水区番号１、２、３、

４、５、６＆８、９）を想定しており、M/PでプレF/Sを実施した地区を含む優先度2と

評価された地区が3か所あり、経済性の評価が高い地域となっている。また、国際空

港、主要物流ルート（国道3号線・4号線）、経済特別区等の経済インフラが多く立地

しカンボジア経済への影響が大きいため、南西部全体を関連する区域として整備を進

めることは、効率的な施設整備が期待できる。一方で、調査対象地区のうち、M/Pの優

先度が相対的に低い地区については、主要インフラ周辺等が浸水した場合のインパク

トなども考慮し、対策の要否を検討することを想定している。 

現時点で、本事業の対象地域に含まれていない地区に関して、プノンペン都南西部

以外の地区でM/Pにおいて相対的に優先度が高い地区（「第７条 業務の内容（５）自

然条件調査」の表１にある排水区番号11、12＆13等）については、プノンペン都が「大
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規模宅地開発地区の雨水排水は開発事業体の責任で実施する」という政令に基づき、

民間事業者による施設整備を活用すると共に、一部施設を自己資金で整備している状

況であるが、状況によっては施設整備のニーズが高まる可能性がある。ついては、調

査開始後に、先方から今次・今後の円借款を活用した施設整備のニーズがあるのか否

かについて、JICAと相談の上、プノンペン都及びMEFに確認・協議し、本事業の対象排

水区を合意し、本基本計画の計画を作成すること。 

仮に、本事業の対象コンポーネントが南西部以外の地区を含むことが望ましいとの

意向がカンボジア政府関係者から示された場合は、その内容、数量に応じて本業務の

契約変更を行い、最適な調査形態（M/M、担当分野構成）とする。 

また、これまでの無償資金協力で維持管理費が十分に確保されない事態があり、課

題となっている。プノンペン都による運営・維持管理費の確保（必要に応じてMEFによ

る予算措置）は、本事業ではこれまでより大幅に経費が増加するため、運営・維持管

理に係る予算の確保が可能な規模の施設整備を行う必要があることから、プノンペン

都及びMEFと十分に協議・検討し、合意した上で事業規模を設定する。 

 

（７）外水対策の検討 

2020年の大雨により、一部の排水区で外水氾濫が発生したことを受けて、プノンペ

ン都では外水対策の必要性・検討についても着手したい意向がある。本業務では、近

年洪水における浸水状況や原因に関して情報収集を行い、今後の外水対策に向けた検

討・提案を行う。 

 

（８）案件名称 

 本事業の案件名称は、カンボジア政府関係者との円滑な意思疎通をはかるため、こ

れまでの無償資金協力（第一次～第四次）と同一の案件名称を使用している。また、

カンボジアでは一般的に外水氾濫だけでなく内水氾濫に対しても、「洪水」という単

語を用いている。 

 一方で、本事業では外水氾濫に対する洪水防御の施設整備は行わないことから、案

件名称から「洪水防御」を削除した場合、協力内容をより的確に表現した内容となる。 

このことから、カンボジア政府関係者の認識や利便性も考慮し、案件名称の変更要

否を検討する。 

 

（９）計画内容の確認プロセス 

 計画内容の策定にあたっては、調査の過程で十分にJICAと協議する。なお、特に以

下の段階においては、JICA関係部署が出席する会議を開催し、内容を確認する。 

① 第一次現地調査の帰国報告：第一次調査にて、対象コンポーネントの選定、外水

対策に係る検討、運営・維持管理費の確保について、本業務の方針及び情報収集

結果をカンボジア政府関係者（プノンペン都及び MEF）と協議し、同結果につい

て帰国報告を行う。仮に、本事業が想定する対象コンポーネント（プノンペン都

南西部）や外水対策への対応に関する方針と異なる協力範囲が要望された場合に

は、その後の本業務の計画等の見直しの要否を検討する。 

② IT/R（案）説明に係る対処方針：現地調査結果を記載した IT/R（案）を取り纏

め、これを基に基本的な計画・設計の方向性を協議、確認する。 

③ DF/R（案）説明に係る対処方針：計画内容を取りまとめた DF/R（案）に基づ

き、計画内容を確認する。 
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（１０）環境社会配慮 

 本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010年4月公布）（以下、

「JICA環境ガイドライン（2010年4月）」という。）に掲げる影響を及ぼしやすい特性

に該当するため、カテゴリAに分類される。カンボジア政府の定める環境社会配慮に

かかる許認可手続きについて調査し、先方政府による必要な手続きを支援するととも

に、環境アセスメント報告書案の作成支援、住民移転計画案の作成支援を行う。 

調査の初期段階で、本事業における環境影響評価及び用地取得・住民移転の規模・

方法について調査し、JICAに報告すること。 

なお、カンボジアは2012年に障害者権利条約を批准しており、同条約第4条・第9条・

第27条に沿い、障害を理由にした差別の禁止を保障することが求められていることか

ら、用地取得・住民移転及び補償や支援の検討に際し、移転先の住居におけるアクテ

ィビティにおいて、他の住民と比して障害者が不利益を被ることのないよう配慮する

こと。また、排水施設及び調整池の整備・改修時に労働者を雇用する場合に、障害に

よる排除や差別が起こらないように留意し、雇用後も労働環境整備や作業指示方法な

どにおいて合理的配慮が確保されるよう留意すること。加えて、対象世帯に合理的配

慮（手話、筆談、分かりやすい言葉での説明、書類の代読による情報の提供等）を必

要とする障害者が含まれるか確認の上、確認された場合には本人の状況に応じた対応

を行うこと。 

本事業の対象地域周辺の住民に対する影響に係る調査にあたっては、開発計画調査

型技術協力「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」、無償資金協力「プノンペ

ン都洪水防御・洪水改善計画」（第一次～第四次）、無償資金協力「プノンペンにお

ける下水整備計画」等の調査結果に関しても十分確認する。 

また、「第３条（６）本事業に関連する我が国の主な援助活動」に記載のとおり、

これまで無償資金協力「プノンペン都洪水防御・洪水改善計画」（第一次～第四次）

を実施してきていることを踏まえ、実施した案件の累積的影響の検討・調査を詳細に

行うこととする。プロポーザルにて、合理的と考えられる累積的影響の調査範囲（調

査対象となる対象事業の検討含む）やスコーピング、影響の予測・評価の方法等、累

積的影響の調査方針について提案すること。特に、非自発的住民移転による生計・生

活への影響、工事中の大気汚染・水質汚濁・廃棄物・騒音・振動等の影響、供用開始

後の大気汚染・水質汚濁・廃棄物等の影響については、実施中案件の累積的影響も含

め、本業務において確認すること。 

加えて、現時点では、事業対象地域及びその周辺に少数民族・先住民族の居住は確

認されていないが、本業務にて確認すること。 

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響に配慮しつつ、事前に周辺住民（社会的

弱者含む）・対象施設関係者への事業実施予定に係る周知等含め、現地ステークホル

ダー協議の実施が必要な点に留意する。 

 

（１１）JICAによるファクトファインディングミッション及び審査への協力 

本業務の成果を踏まえ、JICAは、本事業に対するファクトファインディングミッシ

ョン（以下、「F/F」という。）及び審査を、それぞれ2022年10月頃、2023年3～4月頃

に実施し、必要に応じて、調査ミッション（キックオフ、対象範囲の決定、IT/R協議

等）を実施することを想定している。F/Fや調査ミッション前に、調査の進捗報告を行

うとともに、ミッションの日程に一部同行し、情報共有や本事業内容の検討に向けた

支援を行うこと 。また、審査前に、JICAから調査結果に関する情報提供依頼があれば

速やかに回答すること。なお、F/F、審査等の調査ミッションの日程については変更の
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可能性があるため、時期についてはJICAに確認すること 。 

 

（１２）JICAによるプルーフエンジニアリングに対する協力 

本業務の成果については、JICAが別途雇用するコンサルタント（プルーフエンジニア

（以下、「PE」という。））による照査を行う可能性がある。実施の要否は契約交渉

において指示するものとする。実施する場合には、以下の時期においてJICA本部が指

示する内容を簡潔に整理し、その内容について承諾を得るものとする。なお、各時期

において主に整理する内容は、以下を予定している。 

① 業務計画書案の提出時 

・ 調査の基本方針 

・ 工事費積算に当たっての留意事項（事業内容、施工サイトの特性等を踏まえ

た留意点） 

② 工事費積算の作業開始直前 

・ 工事費積算の基本方針（適用予定の積算基準、直接工事費・諸経費の積算方

法） 

・ 適用予定の本邦工法・技術 

③ 工事費積算（案）の提出直後 

・ 事業費積算（案） 

・ 工期（※雨季・冬季・出水期における休工期間を考慮すること。） 

・ 主要工種の工法（架設を含む） 

また、受注者が成果品を提出する際は、JICA及びPEと協議を行い、二者のコメントを

反映した上で実施機関との協議を行うこと。 

 

（１３）円借款事業の迅速化及びコスト縮減策の検討 

事業実施スケジュールについて、JICAにおいて円借款事業の迅速化が求められてい

ること、プノンペン都も本事業の早期実施を目指していることから、プロポーザルに

て調査期間の短縮化案（例：調査工程の前倒しや要員配置の工夫等を通じた早期の調

査結果の提示等）及び事業本体の工期の短縮化策を検討・提案すること 。また、コス

ト縮減策については、市場環境、技術的条件等を適切に勘案し現実的な方策及びコス

トを提案すること。さらに、調査時点の最新の状況を踏まえながら、工事等における

必要な新型コロナウイルス感染予防策の実施を踏まえた工期・事業費の検討を行う。 

 

（１４）施工時の安全対策について 

本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し（例：安全に配慮した設計、工事安

全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制等）、（コンサルティング・

サービスを含む）事業費や工期、施工方法の検討に反映する。かかる検討に際しては

借入国の建設分野に適用される労働安全衛生法制、及び関連の各種基準を確認すると

共に、「JICA安全標準仕様書（JICA Standard Safety Specification: JSSS」（2021

年2月）を参照すること。JSSSは円借款事業で一般的に発生する工種や現場の状況に

おける工事安全上の最低限の要求事項を示したものであり、円借款事業の建設工事を

伴う契約の一部として使用することが広く推奨される。 

なお、同仕様書は一部円借款融資対象契約においては適用することを想定していな

いが（仏語圏／西語圏、FIDIC契約約款を用いない契約については不適用）、その内容

に鑑み、本事業の実施段階で使用される、されないにかかわらず内容を十分に理解し

た上で調査を実施すること。 
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また、借入国側の対応が求められるような事項（用地確保や交通規制等）について

は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。 

 

（１５）ジェンダー主流化ニーズの確認 

カンボジアの排水セクターにおけるジェンダー課題への対応と本事業の関係性等

を確認する。また、調査にあたっては、男女別などのデータを可能な限り入手し、本

事業におけるジェンダー主流化ニーズへの取組みについて確認・分析を行うこととす

る。詳細は「第７条（２７）ジェンダー視点に立った調査及び計画策定」に記載のと

おり。 

 

（１６）本邦技術の適用／本邦企業の参入促進 

 本事業に関連する機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術について把握

し、本事業における本邦技術活用（の可能性）について「第７条 業務の内容」の指

示に従い検討する。検討にあたっては本邦技術を適用することによる経済性の向上、

工期短縮、環境負荷軽減や工事中及び供用後の安全性向上などの可能性を幅広く検討

し、その結果をJICAへ報告し、確認を得るとともに、適用を提案する本邦技術につい

て先方関係官庁・機関と十分に協議・調整を行う。 

さらに、本邦企業の事業参入促進にあたっては、関連本邦企業の参入意向に留意し

つつ競争性確保を図ることができるように検討する。 

 加えて、日本の中小企業を含めた本邦企業が有する技術、製品、アイディアの活用

の可能性があれば、プロポーザルで提案する。JICAの中小企業・SDGｓビジネス支援事

業に関する情報は、以下のJICAのウェブサイト 

（https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html）を参照し、過

去の採択事業リスト等も参考にする。 

 

（１７）調査実施段階、及び事業実施段階における治安上の安全対策 

 当該事業の借入国／事業対象地域は、一般犯罪やテロ等の治安面でのリスクが一定

以上あると認識されているところ、調査実施に当たってはJICA安全対策措置（渡航措

置及び行動規範）に従うこと。 

 さらに、概略設計や事業費の積算等に当たっては、業務主任者は安全対策計画につ

いても責任を負うこととし、JICAから提供される「安全対策ガイダンス」（2019年4

月）を参照しつつ、事業実施時に必要となる治安上の安全対策を検討し、別途指定す

る様式に従い、案件別安全対策検討シート（案）を作成すること。 

 

（１８）Information and Communication Technology（ICT）技術の活用 

建設分野における生産性向上の観点から、建設におけるICT技術の活用が期待され

る。本業務では、Construction Information Management（CIM）又はBuilding 

Information Management（BIM）の導入を検討する。調査設計段階からの3次元モデル

導入により、設計から施工、維持管理までの一連の業務効率化や、工期短縮・品質向

上・安全性向上等が効果として期待されるが、本業務においては、下記の項目におけ

る活用が想定される。また、この他にも効果的な活用法がある場合、プロポーザルに

て提案する。 

CIM/BIMの適用が想定される項目（以下は記載例） 

１）最適代替案を選定する際の意思決定を補助する目的でのビジュアル作成 

２）概略設計後の完成予想図の作成 
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加えて、測量・設計・積算等の業務効率化や、工期の短縮、品質・安全性向上等に資

する先端技術（例：UAV、航空LiDAR、衛星DEM、AI判読、等）の活用が見込まれる場合

には、プロポーザルにて提案する。 

 

（１９）調査データの提出 

デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進の観点から、JICAでは事業を通じ

て得られるデータを集約し、効率的・効果的な案件管理・案件形成を目指す方針とし

ている。JICAとして集約すべきデータの種類や様式について検討段階にあり、本業務

では今後の検討の材料として試行的に調査データの取得を実施する。自然条件調査、

需要調査、ベースライン調査等を通じて得られる調査データに関し、位置情報が含ま

れるデータについては後述する様式に従いJICAに提出する。将来的には調査データの

取得に当たっては可能な限り位置情報の取得を求めることを想定しているが、本業務

においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付される

データを対象とする。なお、調査データの取得に当たっては、当該協力準備調査の実

施対象地域の法令におけるデータの所有権及び利用権を確認する。関連する法令が存

在しない場合或いは法令の適用有無が判断できない場合、調査実施地域の管轄機関に

当該協力準備調査で取得したデータの所有権及び利用権について確認する。確認の結

果、JICAが当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出す

ること。 

データ格納媒体：CD-Rを基本とする。CD-Rに格納できないデータについては提出方法

をJICAと協議する。 

データ形式：KMLもしくはGeoJSON形式とし、ラスターデータに関してはGeoTIFF形式

で提出する。なお、Google Earth Engineを用いて解析を行った場合は、そのコード

を最終報告書に合わせ提出する。 

 

（２０）リスク管理シート（Risk Management Framework）について 

開発途上国における円借款事業は、実施段階で十分な監理を行っても期限内・予算

内に完成しないケースや、事業完成後の便益が当初の想定水準に達しないケースがあ

り、大型のインフラ事業においてこのような状況がもたらす影響は特に大きい。こう

したケースの発生を未然に防止しつつ、審査段階および実施（案件監理）段階におい

て発生し得る問題への対応策を予め検討しておくためには、案件形成の初期段階にお

いて潜在的なリスク要因の特定および対応策の策定を行う必要がある。これを踏まえ、

本業務においてはJICAが提示する様式を用いて、本事業のリスク及びその対応策を取

り纏める。 

 

第７条 業務の内容 

 上記「第６条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本業務の背景及び目的を十

分把握の上、以下の手順で業務を実施する。本業務に先んじて実施された各種調査結

果及び先方政府から提供を受けた資料・データ等を詳細に確認し、可能な限り効率的

に調査を行うこと。 

 

（１）業務計画書の作成・提出 

  業務計画書を共通仕様書第6条に従い作成し、JICAに提出する。 
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（２）事前準備（国内作業） 

カンボジア国の社会経済指標、都市開発及び都市環境の整備状況、経済・産業の動

向、主要な開発計画、雨水排水施設・洪水防御施設及び関連下水施設等に関連する既

存の調査報告書等についてレビュー・分析を行い、現地調査での作業内容、重点項目

を把握する。また、本業務において必要となるデータ類を整理し、現地で追加収集す

る必要がある資料及び関係機関に確認する必要がある事項についてとりまとめる。既

往調査報告書として、後述の貸与資料及び参考資料を参照し、内容を十分に把握する。

その他、必要と想定される既存資料について内容を確認する。 

また、JICAと協議し、円借款案件形成に向けたJICAの方針、留意事項、概略算事業

費積算にあたっての留意事項、想定される円借款の供与条件等を確認する。 

 

（３） インセプション・レポート（以下、「IC/R」という。）の作成・協議 

①借入国政府からの要請関連資料及び既存調査結果等の内容を確認した上で、調査全

体の方針・方法及び作業計画を検討し、全体調査計画を策定する。特に先行調査に

おける課題点や更新が必要な箇所を整理し、借入国政府側にて検討・調整が必要な

事項、現地でさらに収集する必要がある資料、情報、データをリストアップし、全

体調査計画に反映する。 

②上記の作業を踏まえて、IC/Rを作成し、JICAに事前確認を求める。 

③現地調査の冒頭に、IC/Rに基づき、実施機関、関係省庁・機関（経済財政省等）に

対し、調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等を説明し、内容を協議・確認する。 

 

（４） 事業の背景と必要性・妥当性の確認 

本事業に係る施設整備の必要性・妥当性について検討する。本事業の必要性を判断

するため、カンボジアの全体計画、被害実績・想定被害、既存施設の整備状況等から

検証を行う。なお、下記①、②、③及び④の調査結果については、他案件での活用を

予定しており、当該調査が終了次第、JICAに報告し、調査結果及び収集資料・データ

を提出すること。 

① カンボジア国家開発計画及び関連開発計画における本プロジェクトの位置づけ、

必要性及び意義を確認する。特に、カンボジア政府（MEF）が対外借入により実

施する事業であることから、同国及び MEFにおける優先順位や緊急性、期待され

る効果について確認する。 

② 本事業に関連するカンボジア国独自の事業、他国・ドナーからの支援の有無等に

つき最新状況を確認する。また、もしある場合、本事業との重複や齟齬の有無、

内容を確認し、本プロジェクトの計画に反映する。 

③ M/Pは 2035年土地利用計画に基づき策定しており、一部の地域は同土地利用計

画よりも早いスピードで都市化が進んでいるため、本業務にて M/P策定時からの

変更点を確認する。 

④ M/Pの調査結果を踏まえ、近年の浸水の原因と、排水不良がプノンペン都に及ぼ

している影響を対象コンポーネントに絞って詳細に評価し、本プロジェクトがこ

れらの問題解決に果たす役割を確認する。特に、対象地域や隣接する排水区の既

存排水路のごみ・土砂等による閉塞状況、不法占拠物の侵入状況等の現状を現地

踏査により把握する。 

⑤ 2016年に M/Pを策定した際は、過去の洪水水位を踏まえて、メコン川及びその

支流において外水氾濫の被害は限定的であったことから、外水氾濫は考慮せず

に、内水対策の検討を実施した。 
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一方で、2020年の大雨では、プレクトノット川からの外水氾濫で顕著な浸水被

害が発生したことから、本業務にて、近年洪水における浸水状況や原因に関して

情報収集を行い、今後の外水対策の検討・提案を行う。 

なお、M/Pで設定した内水の排水先は、以下のとおり想定しており、調査結果の

詳細を確認すること。 

・排水区１、２、３、４、５：自然流下によるプレクトノット川への排水 

・排水区９、６＆８（個別排水案の場合）： Cheung Aek湖へ排水 

・排水区６＆８（統合排水案の場合）：自然流下及び排水機場によるプレクトノ

ット川への排水（調整池の整備を含む） 

 

（５） 自然条件調査 

概略設計、施工計画、積算について必要な精度を確保し、また事業により新設・拡

張・附帯される施設・設備が自然・社会・生活環境に及ぼす影響を適切に予測し、そ

の影響を回避／最小化しうる設計・施工を検討するため、以下に示す自然条件調査等

を行う。既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、及び既

存データでは十分な情報が得られない際は下記に該当する調査を行う。本業務につい

ては、現地再委託にて実施することを認める。 

具体的な自然条件調査等の細目（調査項目、調査内容、仕様、数量、所要期間等）

については、下記において特段の指定がない限り、コンサルタントがプロポーザルで

提案することとする。なお、上記項目以外に必要だと判断される自然条件等の調査が

考えられる場合は、併せてプロポーザルで提案することとする。 

ただし、調査コスト削減のため、M/Pや「第四次洪水防御・排水改善計画準備調査」

等の既存資料から得られる情報を可能な限り活用し、必要最小限の調査となるよう留

意する。 

① 目的 

自然条件調査は、本業務を行う上で必要な精度を確保するため、本事業の対象地区

における地形、地質などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・

設備の適切な構造および規模を決定し、設計、施工計画、積算に資するものとする。 

また、本事業により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本事

業の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するため

に行うものである。 

実施すべき調査項目は以下を想定しているが、コンサルタントは必要な調査の細目

（調査の方法、項目、手法、位置、数量、成果等）を検討し、プロポーザルにて提案

すること。調査対象施設は、下記の表１の排水区番号１、２、３、４、５、６＆８、

９として、同計画にある数量を基に提案を策定する。なお、詳細は「プノンペン都下

水・排水改善プロジェクト ファイナルレポート（2016年12月）1」を確認すること。

なお、現地の状況等の知見から過不足がある場合は提案のこと。 

また、調査計画の策定に当たっては、JICA環境ガイドライン（2010年4月）の内容と

齟齬がないように留意する。 

② 調査項目 

ア） 社会環境（浸水被害）状況調査 

・調査目的：事業規模検討及び効果測定に必要な指標として社会環境条件を把握する。 

・調査内容：浸水被害（湛水範囲、深度、時間、頻度）、家庭環境状況（世帯支出、

                         
1 https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_109_12270278.html 
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家族数、世帯主職業、病歴等）、排水ポンプ場の運転記録及び整備記録等の関連デ

ータ 

・調査場所：調査対象施設の周辺地域 

・調査仕様：a)浸水被害の聞き取り調査（1000サンプル程度）、b)家庭環境状況の聞

き取り調査（1000サンプル程度、a)と同世帯）、c)既往データの収集・整理 

・成果品：統計資料、調査報告書 

イ） 地形調査 

・調査目的：施設の設計、施工計画、積算に必要な地形の情報を把握する 

・調査の内容：道路（配水管路）縦横断測量、平面測量、 

・調査の場所：調査対象施設 

・調査の仕様：a)排水路上の道路の縦断測量の実施、図化（表１参照）、b)道路延長

50m毎に横断測量の実施、図化（約1000断面）、c)施設建設予定地における変面測量の

実施、図化（表１参照）、取付水路等の高さ関係を明確化 

・成果品：a)縦断図及び横断図、測量成果報告書（デジタルデータを含む）、b)平面

図及び縦断図、測量成果報告書（デジタルデータを含む） 

ウ） 路線測量（マンホール調査） 

・調査目的：排水管網の計画・設計に必要な万ポール及び排水管の情報を把握する 

・調査の内容：マンホール調査（マンホール蓋の標高、車道からの距離、サイズ、排

水路の管径、取り付け位置及び深さ等） 

・調査の場所：調査対象施設の周辺地域 

・調査の仕様：対象地域のマンホールにおいて調査項目を測定し、維持管理状況把握

のために排水/堆積状況を確認する（1500ヵ所程度）。 

・成果品：測量成果報告書（デジタルデータ含む）、調査票 

エ） 地質調査 

・調査目的：ポンプ場/調整池及び樋門の計画・設計・施工及び積算に必要な地質状況

を把握する 

・調査の内容：ボーリング調査及び室内地質検査  

・調査の場所：調査対象施設（排水区９：1ヵ所、排水区６＆８（統合排水案の場合）：

1ヵ所） 

・調査の仕様：ボーリング調査（5ヵ所程度（プロポーザルでの提案内容に含むこと）、

掘削長35m程度、標準貫入試験、地下水位測定、コアサンプル採取、土質柱状図）、室

内土質試験（物理試験、力学試験） 

・成果品：試験及び解析結果、ボーリング一、土質柱状図、ボーリング標高、地質調

査成果報告書（デジタルデータ含む） 

オ） 地下埋設物調査（市区調査を含む） 

・調査目的：排水施設改善工事を実施するにあたり、障害となる既存の地下埋設物を

把握する。なお、地下埋設物の調査に当たっては、現在の状況だけでなく、実施中あ

るいは将来計画のある地下埋設物についても調査・把握し、必要に応じて調整するこ

と。 

・調査の内容：上水道、下水/排水管、電話、電気、テレビ、ラジオ、光ファイバーの

地下埋設物調査、試掘調査（4ヵ所） 

・調査の場所：調査対象施設の周辺地域 

・調査の仕様：各管轄関係機関から埋設物に関する埋設位置図、施工図等のデータを

収集し、整理する。収集した資料に基づいて決定した地点で試掘を行い、地下埋設物

の埋設状況を確認する。 
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・成果品：収集資料、試掘調査結果報告書 

カ）  排水先の調整池 

 M/Pでは、排水区９及び６＆８（個別排水案の場合）は、本事業の施設整備対象地区

に隣接した（本事業の対象地域外）排水区１９にあるチュングエック湖を排水先とす

る計画であり、同湖には無償資金協力「プノンペンにおける下水道整備計画」により

下水処理場を建設中である。現在の埋立面積は3.5haであるが、今後、同下水処理施設

の拡張に伴い更に埋め立てが行われる可能性がある点を踏まえて、排水口の位置を検

討する。同無償案件の「プノンペン下水道整備計画準備調査」の調査データを活用す

ることを想定しているが、追加で必要な調査がある場合には、プロポーザルで提案す

ることとする。 

 

表１ 各排水区における排水管計画概要（2016年M/P） 

 
 

（６）気候変動の影響に関する検討 

本事業の実施により、借入国の気候変動に対する適応力強化が一定以上見込まれる

場合、気候変動対策事業（適応策）と位置づけられる可能性があることから、「JICA

気候変動対策支援ツール／適応策」（2019年）の該当箇所等を参考に、本事業を通じ

た適応効果（気候変動により発生する危害の回避・低減効果等）の推計を行う共に、

以下について対応すること。 

① M/Pでは、基幹施設（ポンプ場、調整池、幹線排水路等）は 5年確率雨量を、末

端施設（枝線等）は 2年確率雨量を計画規模として設計している。本業務では、

近年の降水量の傾向を確認し、M/P策定時に設定した降雨量データ等を評価し、

必要な情報を更新すること。 

② 将来的に気候変動の影響により、降雨強度が増すことが一般的に懸念されている

ことから、中長期的な需要を踏まえた計画的な施設整備の必要性について確認

し、本事業の対象排水区の選定や先方政府の今後の事業計画の検討において反映

し、先方政府関係者と協議すること。 

③ 自然条件調査で実施する社会環境（浸水被害）状況調査に関して、担当する団員

と連携して、浸水被害状況の確認及び課題分析を行うこと。 
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（７）代替案の検討 

  上記各種調査や先行調査等のレビューから得られた情報に基づき、経済性、施工

性、維持管理、環境社会面の影響の回避・最小化等の観点から、「プロジェクトを実

施しない」案も含め、必要な代替案の検討を行う。 

 

（８）本事業の妥当性、効果の確認及び適切な規模、内容の検討 

① 本案件対象地域の排水施設の改善及び維持管理機材の導入による社会的・経済的

効果については、M/Pの調査結果を踏まえ、本案件の必要性、妥当性につき改めて検

討する。 

② 要請内容については、M/Pによる優先順位付けの妥当性を再評価（検討）し、円借

款の対象事業として、また先方実施機関の運営維持管理能力及び借入能力に鑑み、

妥当な内容、規模となるような施設、機材計画を検討する。 

③ 上述の第一次及び第二次の無償資金協力の案件別事後評価において、投棄された

廃棄物が既存及び新設した排水管路に詰まり、排水能力を低下させている現状が確

認されている。また、第三次の無償資金協力の案件別事後評価において、適正な計

画に基づいた清掃活動の不足や住民による排水施設への廃棄物投棄が事業効果に

負の影響を及ぼしていることが指摘されている。これに対し、現在実施中の第四次

の無償資金協力「第四次プノンペン市洪水防御・排水改善計画」にて、ソフトコン

ポーネントによる清掃計画策定能力の強化や排水施設の台帳整備を支援しており、

計画的な維持管理の実施に必要な能力の習得に取り組んでいる。 

しかしながら、実施機関における適切な清掃計画の策定・実施に係る体制及び維

持管理費の確保や、新規に施設整備を行う地区での啓発活動等について、同様の課

題が発生する可能性が考えられることから、廃棄物の排水に対する影響を既存資料、

本業務での調査を通じて評価した上で、対象コンポーネントが効果的・効率的に機

能するような対応策を検討し、また必要に応じてソフトコンポーネントの計画を作

成する。 

 

（９）施設、機材計画調査 

円借款の対象となる構造物と適用する設計基準・技術基準等を設定した上で、基本

となる設計や構想及びその代替案の検討を行う。また、調査結果及びプノンペン都と

の協議を踏まえ、事業の目的及びスコープを明確にする。具体的には以下のとおり。 

① 対象地域に適した施設、機材の規模及び種類を検討する。 

② カンボジア国内における建築基準等、施設建設や機材設置にあたって参考となる

基準・情報の収集を行い、計画に反映させる。 

③ 特に洪水時の交通・電力事情を確認し、本プロジェクトによる資機材調達の必要

性及び妥当性を検討した上で、機材計画を策定する。 

④ 排水路整備に当っては、対象地域の属性、既存街路の排水機能と本事業の関係、

影響を評価し、全体事業費への影響を十分踏まえつつ、街路整備に配慮した現状

復旧計画を作成する。 

⑤ 資機材調達計画の策定 

本事業で調達する主な資機材について、最も合理的な調達先を整理し、資機材調達計

画を策定する（施工段階での陸上・海上輸送計画、維持管理段階での部材・パーツ・

機材の調達計画を含む。）。 
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（１０）施工計画調査 

① 本プロジェクト対象地域における施設施工計画調査を行う。また、その際は雨季

を考慮した施工計画とするよう留意する。 

② 現地の労務状況、労務関連法規等の労働関連基準や状況を確認し、施工計画に反

映させる。 

③ 現地の施工基準等、施設建設関連の基準、状況を確認し、施工計画に反映させ

る。 

④ 近隣住民や交通への影響など、JICA環境ガイドライン（2010年4月）を踏まえた施

工計画を立案する。 

⑤ カンボジア国における施工業者の体制、施工能力を把握し、それらを考慮した施

工計画を策定する。 

 

（１１）外水対策調査 

 プレクトノット川については、以下の全ての調査項目を確認し、これまでの外水氾

濫による被害状況を把握すると共に、今後の浸水リスク及び対応策について、本事業

の実施機関であるプノンペン都に説明する。 

なお、メコン川については、無償資金協力で護岸の補強等は行ったものの、近年の

大雨時（2017年、2018年、2020年等）の水位は、プノンペン都周辺で既往最大水位と

なった2000年を越えておらず、且つ、本業務の対象地域がメコン川と隣接していない

ことから、以下の調査項目のうち①、②、③のみについて確認すること。 

① 水文・気象データ等：当該流域及びその近傍の雨量データ、水位・流量観測所の

位置情報及び観測データ、潮位等のデータを収集・解析する。また、土砂生産

量・流出量及び河川区間ごとの河床変動に係るデータ（地質図、植生図等）があ

れば入手する。 

② 河川構造物等：当該流域のダム、遊水地・調整池、堤防・護岸、水門・樋門、取

水施設、灌漑用水路等（治水目的以外の施設を含む。以下「河川構造物」とい

う。）の位置、施設規模、管理責任者、運用ルール、被害状況等を調査する。 

③ 浸水被害調査、被害痕跡：当該流域における過去の洪水被害に関する情報を収

集・整理する。なお、自然条件調査で実施する社会環境（浸水被害）状況調査に

関して、担当する団員と連携して、浸水被害状況の確認及び課題分析を行うこ

と。 

④ 人口・集落の分布、土地所有、農工業生産、経済活動：当該流域における人口・

集落の分布、土地所有区分、土地利用区分、農業生産（作付体系、生産高、収益

等）、工業生産、経済活動に関する既存情報を収集・整理する。 

⑤ その他の関係する開発計画、事業計画：当該流域の雨水排水対策以外の関係する

開発計画、事業計画の計画及びその現状を整理する。 

⑥ 河川流域管理に関する法令、開発計画組織：カンボジア及びプノンペン都周辺に

おける開発、土地利用、河川流域管理及び災害対策に関連する法律、政策、計

画、組織体制等を調査する。 

⑦ 他援助機関等の支援事業：他援助機関等の支援状況・内容を収集する。 

⑧ 気候変動関連データ：カンボジアの気候変動に関する既存調査のデータや過去の

水文・気象データにより、プノンペン都周辺の外水対策に係る気候変動のリス

ク・課題及び対応の方向性について分析・整理する。 

⑨ 雨水排水計画との関係：M/Pで自然流下による排水を計画している排水区２、

３、４及び５（「第７条 業務の内容（５）自然条件調査」の表１参照）につい
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ては、プノンペン都が堤防建設を検討する場合には、堤防内にボックス水路を確

保し、排水のためのポンプ設備の設置が必要となると想定されることから、プノ

ンペン都等の関係機関がコスト増加を伴う堤防建設を検討していく意向があるか

確認して、雨水排水計画のレビューを行い、ポンプの追加設置等、対応策の変更

の要否を確認する。 

⑩ 対応策の提案：①～⑨の結果を踏まえて、今後に向けた対応策の検討・提案をプ

ノンペン都に行う。ただし、プレクトノット川は治水計画が策定されておらず、

本事業で部分的に堤防の高さを上げる等の施設整備に着手することは、対岸や上

下流への影響を鑑みたうえで実施する必要があるため、流域全体の事業の合意形

成に基づいた事業実施を将来的に阻害しないため、本事業では行わない。本事業

では排水施設に附帯する施設として既存堤防の補強・補修は検討するものの、そ

の他の対応策（浸水リスクを踏まえた都市開発・土地利用、外水被害に対する対

応策、治水 M/Pの策定等）については、プノンペン都の自己資金や新規案件によ

り対処することを前提に検討・提案・協議を行う。 

また、カンボジア国において河川管理は水資源気象省が所掌しており、プレク

トノット川流域の外水対策の検討において、プノンペン都は同省との調整・合意

形成の状況等について確認する。 

⑪ 洪水被害情報の整備：実施機関では、これまでの浸水被害のモニタリングに関し

て、浸水エリア・期間・状況に関するデータの管理・蓄積ができていないため、

被害の実態把握や対応策の検討が十分に実施できない状況にある。本業務では、

現状・課題を確認するとともに、改善策について提案する。 

  

（１２）本邦技術の活用可能性の検討 

本事業に関連する、機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術について把

握し、本事業における本邦技術の活用の可能性について、以下のとおり検討する。 

① 事業における技術的ニーズ 

  本事業に要請される技術的なニーズ（経済性、施工性、維持管理性など）を整理

する。 

② 活用可能な本邦技術・工法 

調査結果や既存調査の資料をもとに、対象の排水施設の設計をレビューする。そ

の際には、「協力準備調査の設計・積算マニュアル（試行版）」（2009年3月版）を

参照して設計総括表を作成し、機構に対し適用すべき諸基準等の設計条件を説明し、

確認を取る。 

本邦技術・工法について、効果、機能、本邦の優位性、取扱い本邦企業、海外で

の活用実績（周辺国の類似事業での応札実績を含む）、類似技術を整理する。また、

競合国企業の技術レベル、施工実績等も整理する。 

なお、想定される工法として以下が挙げられるが、その他の工法の有無を調査に

て確認すること。 

・ポンプ：2つの排水区にポンプ設備を導入する計画があり、うち、排水区番号6＆8

（「第７条 業務の内容（５）自然条件調査」の表１参照）に設置を想定している

ポンプ（排水容量5m3/s、揚程5m）は、ポンプゲート式の全速全水位型横軸水中ポン

プ等の適用の可能性を重点的に検討する。比較検討の際には、その他の工法の有無

も確認し、効果、機能、O&Mコストも含むトータルコスト等の比較も行う。 

③ プノンペン都及び関係機関が活用を希望する本邦技術・工法 

プノンペン都及び関係機関が活用を希望する本邦技術・工法について、効果、機能、
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本邦の優位性、取扱い本邦企業、海外での活用実績、類似技術を整理する。 

④ 本事業で適用されるべき本邦技術・工法 

上記検討、及び先方関係省庁・機関の意向を踏まえ、本事業で適用されるべき本邦

技術・工法について、提案する。 

⑤ 経済性の確認 

カンボジア政府が借入を決定するにあたっては、経済効率性（EIRR）を十分に考慮

した事業計画とする必要があるため、2016年に策定したM/Pで算出された経済性の低

下に繋がり事業の妥当性を損なうことのないよう、全体事業費への影響について確

認・検討する。また、技術的に簡易な土木工事のポーションについては、現地適正技

術・価格でのローカル施工の可能性を検討する。 

⑥ 運営・維持管理体制の確保 

 本邦技術の適用にあたっては、供用後のスペアパーツの調達や故障時の修理等が速

やかに実施できるよう、現地代理店の有無や調達・アフターサービスの体制等も確認

することとする。 

本件にかかる提案については、ファイナル・レポートには技術の概要のみを記載す

ることとし、企業から収集したデータについては、別途JICAより提供するフォーマッ

トを活用しながら、当該技術を有する本邦企業や本邦技術の比較優位性等、詳細情報

についてとりまとめ、JICAに提出することとする。 

 

（１３）雨水抑制対策の検討 

2016年に策定したM/Pでは雨水流出量の算定は合理式を用いており、同手法では流

出量が流出係数に比例して算出される（M/P報告書のページ5-8～5-9、表5.3.3参照）。

都市化の進展に伴う農地減少や道路の舗装等により浸透面積が減少しており、流出係

数が増大して結果的に雨水流出量が増加することとなるため、雨水排水施設の整備を

実施しても直ぐに施設の処理能力が不足する事態が懸念される。 

このことから、以下のような雨水発生量の抑制に繋がる対応策について、プノンペ

ン都の条令等（「大規模宅地開発地区の雨水排水は開発事業体の責任で実施する」と

した政令を含む）により、導入可能で効果的な施策、実施責任機関、予算、実施体制

等を確認し、実施機関及びカンボジア関係機関と協議・検討する。    

①土地利用計画の運用の厳格化等により、不法な農地から住宅地への転換等に対して

取締りを行う。 

②一定規模以上の大型開発行為を行う事業者に対する雨水貯留・浸透施設の設置や、

一定規模以上の床面積の建物の所有者に対する建物内での貯留施設の設置等、を義務

付ける。 

③行政機関が実施する公共工事において、歩道や公共施設への浸透性舗装、浸透桝、

浸透管等を積極的に導入する。 

 

（１４）事業実施体制の検討 

① 実施機関の体制（組織面） 

実施機関の法的位置づけ、業務分掌、組織構造、人員体制などを整理する。 

②  実施機関の体制（財務・予算面） 

実施機関の財務状況、予算の実績・見通しを整理する。なお、本事業実施の予算及び

維持管理に係る追加的な予算は、借入人である経済財政省の決定・調整により実施さ

れる見通しのため、「（１８）MEF及びプノンペン都の財務分析」と合わせて検討する

こと。 
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③ 実施機関の体制（技術面） 

実施機関が保有する技術者、技術基準、研修、機材などを整理する。 

④ 実施機関の類似事業の実績 

実施機関が事業主体となった同規模の事業の実績（実施中を含む）・課題を整理する。 

⑤ 実施段階における技術支援の必要性 

事業実施体制について、上記①～④における課題及び必要となる制度、手続きなどに

ついて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たっては、技術的な支援の

必要性について検討し、提案する。 

⑥上記の第一次～第四次の無償資金協力やADB等の他ドナーにより整備された洪水防

御・排水施設の稼働状況、維持・管理状況を調査し、これら施設の運用及び維持管理

状況を確認すると共に、本事業との有機的連携の可能性を検討する。 

⑦本プロジェクトのプロジェクト目標を達成するために必要となる相手側分担事業

内容を確認し、これらの事業実施のための計画を提案する。 

 

（１５）運営・維持管理体制の検討 

上記「第７条（８）本事業の妥当性、効果の確認及び適切な規模、内容の検討」及

び「第７条（１３）事業実施体制の検討」に加え、プノンペン都の現在の技術水準及

び財務状況、MEFの対外借入許容規模及び今後の見通し等を確認し、以下の項目に留

意した運営・維持管理体制を提案する。 

これまでの無償資金協力において、排水管路の清掃等の運営・維持管理費の予算措

置が不十分な状況が発生しているため、排水管の新設費用やプノンペン都全体予算を

追加配分する等、対応策を確認・検討する。また、現在、MEFがオーストラリアの支援

を受けて、カンボジアの主要都市における下水分野のCost Recovery Framework作成

の調査を実施しており、現在の水道料金の一部を維持管理費に充てる方式・補填率の

見直し等を行う可能性もあることから、同調査の状況を確認し、対応策の検討や関係

機関へ提案・協議を行うこと。 

①運営・維持管理機関の体制（組織面） 

運営・維持管理機関の法的位置づけ、業務分掌、組織構造、人員体制などを整理す

る。 

②運営・維持管理機関の体制（財務・予算面） 

運営・維持管理機関の財務状況を（公社等の場合は）財務諸表の分析、（省庁等の

場合は）予算実績や開発計画における見通し等を通じて整理することで、運営・維持

管理体制の財務的持続性を確認する。 

③運営・維持管理機関の体制（技術面） 

運営・維持管理機関が保有する技術者、技術基準、研修、機材などを整理する。 

④運営・維持管理機関の運営・維持の実績 

運営・維持管理機関が運営・維持している施設の名称、規模、立地地域などを整理

する。 

⑤運営・維持管理段階における技術支援の必要性 

運営・維持管理体制について、上記①～④における課題及び必要となる制度、手続

きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たっては、技術的

な支援の必要性について検討し、提案する。 

 

なお、確認の際には、下記の項目に留意し、実施中の「プノンペン都庁及び公共事

業・運輸省下水管理能力強化プロジェクト」及びプノンペン都公共事業運輸局に派遣
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中のJICA専門家等と密に情報共有・連携を行い、既存の調査資料等から可能な限り情

報収集し、作業の効率化を図る。 

① 既存の雨水排水施設との関係：既存の雨水排水施設の管理状況、体制、能力、 

② プノンペン都の組織体制：汚水関連施設の維持管理との分担・連携（人員面）、

事業者への外部委託に係る品質管理、人材育成の計画等 

③ 排水施設台帳の整備：既存の排水施設台帳の使用状況の確認、課題及び活用策の

検討 

④ 経済・財務面での見通し：カンボジアのマクロ経済状況・対外借入状況の確認、

プノンペン都の財務及び各配分予算（プノンペン都、内務省、MEF）の排水分野

への割り当て状況の確認、運営コストの縮減策（事業者への外部委託のメリッ

ト・デメリット含む）、維持管理の効率化 

⑤ 本事業で整備する施設の運営・維持管理経費の概算：プノンペン都での予算確保

及び必要に応じて MEFからの予算措置の見通しを把握するための概算経費（案）

を作成し、プノンペン都及び MEFへ提案・協議し、本事業の整備対象施設につい

て合意すること。 

 

（１６）雨水排水施設の整備に係る基本計画の検討 

「第３条（３）事業概要」、「第６条（８）本事業の妥当性、効果の確認及び適切

な規模、内容の検討」、「第７条（７）施設、機材計画調査」、「第７条（９）施工

計画調査」、「第７条（１０）外水対策調査」等を踏まえながら、雨水排水施設の諸

元及び整備時期等を定めた基本計画を検討・提案する。 

その際、プノンペン都南西部以外の地区でM/Pにおいて相対的に高い優先度が地区

（12＆13、11等）については、プノンペン都が「大規模宅地開発地区の雨水排水は開

発事業体の責任で実施する」という政令に基づき、民間事業者による施設整備を活用

すると共に、一部施設を自己資金で整備している状況であるが、調査開始後に、先方

から今次・今後の円借款を活用した施設整備のニーズがあるのか否かについて、プノ

ンペン都及びMEFに確認・協議した上で、本事業の対象排水区を合意し、本基本計画の

計画を作成すること。 

また、本事業に係る運営・維持管理費は先方負担で実施することとなり、プノンペ

ン都による運営・維持管理費の確保（必要に応じてMEFによる予算措置）について、こ

れまでより大幅に経費が増加するため、運営・維持管理に係る予算の確保が可能な規

模の施設整備を行う必要がある。このため、運営・維持管理経費について、プノンペ

ン都及びMEFと十分に協議・検討した上で、基本計画を設定する。 

 

（１７）概略設計 

上記各種調査や先行調査等のレビュー、代替案の検討を踏まえ、以下の雨水排水施

設の概略設計を行う。なお、概略設計実施にあたっては、当該事業に係る設計方針を

提案し、JICA本部へ協議・承認を得るとともに、先方実施機関からの合意を得る。 

また、「協力準備調査の設計・積算マニュアル（試行版）」（2009年3月版）を参照

して設計総括表を作成し、JICAに対し適用すべき諸基準等の設計条件を説明し、確認

を取る。 

 なお、概略設計においては、プロポーザルで提案したCIM/BIMの活用の具体的な内

容を反映すること。 

①  事業範囲の明確化 

本業務結果及びプノンペン都との協議を踏まえ、事業の目的及びスコープを明確
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にする。 

③ 計画・設計の基本方針 

自然条件、現地のインフラ・建設事情、施工方式、機械の効率・スペック、施工

後の運営・維持管理体制等を踏まえた上で、設計基準・技術基準を設定し、計画・

設計の基本方針を整理する。 

④ 施設設計 

施設規模、基礎インフラ整備、関連インフラ整備について計画する。 

⑤ 完成予想図（CIM/BIMを活用した CG等） 

3次元モデルを含むCIM/BIMを活用する等して、完成予想図を複数箇所作成する。 

 

（１８）MEF及びプノンペン都の財務分析 

円借款の借入人はカンボジア政府（MEF）となり、法制度上でMEFからプノンペン都

に転貸は行わないこととなっているが、最新の政策・法制度を情報収集の上、借入金

の返済及び将来のさらなる設備投資のための資金確保を考慮した、事業費（対外借入

規模）の検討を行うこと。 

また、本事業は、これまで無償資金協力で施設整備した事業規模より大きく、また

協力の対象地域の設定によって事業規模が異なることから、MEFの借入方針や財務状

況に応じたディスバースを計画する必要があり、MEFの財務健全性を考慮する。詳細

は以下のとおり。  

① MEFの財務持続性に関して、特徴・課題を把握する。 

② 新型コロナウイルスの感染拡大による財務への影響を検証する。 

③ 本事業のプロジェクトライフ終了後までの財務予想をモデルに纏める。  

④ 新規設備投資計画案及び JICAの提示する融資条件案を踏まえて、カンボジア政

府の債務負担能力を検証する。また、本事業の資金需要及び MEFの財務状況の双

方を十分に考慮したディスバース計画を策定する。 

 

（１９）環境社会配慮調査（環境アセスメント報告書案の作成） 

① 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境

ガイドライン(2010 年 4 月))に基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行

う。環境アセスメント報告書案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.01 

Annex B に記載ある内容を含めることとする。また、作成に際し、「カテゴリ B 

案件報告書執筆要領（2019 年 11 月）」（貸与資料）を参考にする。相手国等

がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上

で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支

援し、協議の結果を調査結果に反映させる。環境社会配慮助言委員会にスコーピ

ング案と報告書ドラフトの段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等

の業務支援を行う。また、相手国等と協議の上、JICA 環境ガイドライン(2010 

年 4 月)<参考資料＞の環境チェックリスト案を必要に応じ作成する。なお、環

境社会配慮にかかる許認可取得にかかる手続き及び、住民移転計画策定に必要な

手続きに関して、カンボジア側の手続きも含め本業務期間内に完了させるよう調

整を行うこと。 

 なお、これまで無償資金協力「プノンペン都洪水防御・洪水改善計画」（第一

次～第四次）を始めとする多くの無償資金協力等を実施してきていることを踏ま

え、実施した案件の累積的影響の調査・検討が必要であり、累積的影響の評価が

必要な範囲（調査対象となる事業の検討含む）、重要な及び重要と思われる評価
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項目の選択、調査方法、影響の予測・評価、緩和策の検討等についても調査項目

に含めることとする。 

② 環境アセスメント報告書に関する主な調査項目は、以下のとおり。 

ア) ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化

遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地

取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、現地

での測定に基づくデータの収集を含む。)  

イ) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認 

1) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等 

2) JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法 

3) 関係機関の役割 

ウ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並

びに調査方法について決定すること)の実施 

エ) 影響の予測(基本的に定量的予測を含む) 

オ) 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討 

カ) 緩和策(回避・最小化・代償)の検討 

キ) 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォーム

など)(案)の作成 

ク) 予算、財源、実施体制の明確化 

ケ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参

加者、協議方法・内容等の検討) 

③ その他、住民移転対象者や土地保有者の調査対象以外で、何らかの生計手段への

影響が想定されるケース(漁業者への影響等)の有無についても確認すること。 

 

JICA環境ガイドライン（2010年4月）では、最終報告書完成後速やかにウェブサイト

で情報公開することが求められている。このため、本業務完了後直ちに調査内容を公

開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書（和文：簡

易製本版）を作成する。 

 

（２０）用地取得・住民移転に係る住民移転計画案の作成 

JICA環境ガイドライン（2010年4月）及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、

住民移転計画案の作成を行う。住民移転計画案には、世界銀行セーフガードポリシー

OP4.12 Annex A の Resettlement Plan に記載ある内容及び以下ア）～サ）を含める

こととする。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary 

Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects 

も参照する。また、作成に際し、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領（2019 年 11 月）」

を参考にする。なお、環境社会配慮助言委員会に「住民移転計画案作成方針」及び「住

民移転計画案」を作成した段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業

務支援を行う。また、住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口

センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニ

ーズ調査等の関連調査結果も JICA へ提出する。 

本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その

過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA環境ガイドライン（2010年

4月）と乖離がある場合、その解消策を提案する。 

ア) 住民移転に係る法的枠組みの分析 
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 用地取得や住民移転に係る相手国等の法制度と JICA環境ガイドライン（2010年

4月）の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特

に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償金の算定方法、補償金の支払い時

期、生活再建対策、苦情処理手続きに関する乖離については必ず確認する。 

イ) 住民移転の必要性の記載 

 事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響に

より主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事

業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回避・最小化させ

るために検討された初期設計の代替案を記載する。 

ウ) 社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)の実施 

 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施

し、補償・生活再建対策の受給権者(地主、賃借人、商売人、店舗従業員、非合

法占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言さ

れ、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活再建対策の受給権

は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地

に対する意向調査も併せて行う。 

 財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理

的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量を確認する。人口センサス調査

と同時に実施することが望ましい。 

 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20％を対象に実施し、受給権者

世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困

ライン以下の住民、土地を所有していない住民、老人、女性、子供、先住民族、

少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされてい

ない人々を指す)に係る情報を整理する。 

エ) 損失資産の補償、生活再建対策の立案 

 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(地主、小作人、賃借人、商売

人、店舗従業員、非合法占有者を含む)を特定する。 

 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではなく、同立地、

同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載す

る。 

 OP4.12 で定義される再取得費用に基づく損失資産の補償手続き及びその手続き

に責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権

者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした再取得価格調査を必ず

実施し、再取得費用と相手国等の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認

する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手

続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、

転居費用も併せて提供する。 

 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が

改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、

損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえ

る。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上

で作成される必要がある。 

オ) 移転先地整備計画の作成 

 取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を選定し、

住宅や社会基盤(水道や区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提
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供計画を作成する。また、移転先地整備に伴う環境影響評価、緩和策、環境管理

計画を作成する。 

カ) 苦情処理メカニズムの検討 

 事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メ

カニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検

討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織

の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手順、処理期限、周知方法等を記載す

る。 

キ) 実施体制の検討 

 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)

を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、

採用基準、人件費を含む経費等)を記載する。 

 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、能力強化策を策定する。 

ク) 実施スケジュールの検討 

 １）補償金や転居に必要な支援(引越手当等)を提供し終え、２)移転先地のイン

フラ整備や社会サービス(医療や教育等)の提供準備が整った段階で、物理的な移

転を開始するスケジュールとする。 

ケ) 費用と財源の検討 

 補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項

目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費は、再取得価格調査

を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定結果に基づ

き概算する。相手国等の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確

保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。 

コ) モニタリング・事業終了評価方法の検討 

 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必

要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民

移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。 

 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資

料案を作成する。 

 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検

討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。 

サ) 住民参加の確保 

 社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を

通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホル

ダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯へ

の事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグル

ープディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移

転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれ

ることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略につい

ては、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催

した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映

したかも記載する。 

 

（２１）インテリム・レポート（以下、「IT/R」という。）の作成・説明・協議 

これまでの調査結果をまとめたIT/R（案）を作成し、JICAに提出の上、基本的了解を
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得る。プノンペン都及び関係機関に説明を行い、協議を通して先方の同意を得た上で、

IT/Rを確定させ、プノンペン都及びJICAに提出する。 

 

（２２）事業費の積算 

事業費については、以下に従って積算する。 

①  事業費（特に本体工事費）積算の留意事項・基本方針 

事業費（特に本体工事費）の積算に当たっては、以下を作成し、事前にJICA本部に説

明の上、その内容について承諾を得るものとする。なお、PEを実施する場合には、JICA

本部による承諾に際しては、PE及びPEに係る技術アドバイザーによる外部照査を受け

ることとする。 

・ 本業務の初回協議時に、本体工事費積算に際しての留意事項（事業内容、施

工サイトの特性等を踏まえた留意点等） 

・ 事業費の積算作業の開始前に、本体工事費積算の基本方針（適用予定の積算

基準、直接工事費・諸経費の積算方法等） 

②  事業費項目 

概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報

告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記

載せず、別途JICAに提出する。このうち、下線部についてはその算出方法等をJICAか

ら指示することがある。 

ア） 本体工事費 

イ） 本体工事費に係るプライスエスカレーション 

ウ） 本体工事費に係る予備費 

エ） 建中金利 

オ） フロントエンドフィー 

カ） コンサルタント費（プライスエスカレーションと予備費を含む） 

キ） その他1（融資非適格項目） 

・ 用地取得費・補償費等 

・ 関税・各種税金（付加価値税、法人税、所得税、等） 

・ 事業実施者の一般管理費 

・ 他機関建中金利 

ク） その他2 

・ 完成後の運営維持管理費 

・ 初期運転資金 

・ 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用 

・ 当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費 

③  事業費の算出様式 

事業費については、別途JICAが提供するコスト積算支援ツール（Excelファイル）の様

式にて提出する。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振

った形式となっている。コスト積算支援ツールの動作環境は、64bit版Windows 

OS(Windows 10以上)を推奨している（Macintoshは推奨しない）。 

また、事業費積算のバックデータ、積算根拠（単価・数量の根拠、採用した国内調査

業務に係る標準歩掛等）についても、合わせて提出すること。 

④ 準拠ガイドライン 

積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル（試行版）（2009年3月

版）」および同マニュアル内に記載の各種積算資料、並びに「設計業務等標準積算基
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準書および同（参考資料）」の最新版を参照する。なお、その他積算に当たっての必

要事項については、JICAから別途指示する。 

⑤ 直接工事費・諸経費の内訳 

直接工事費の内訳（Bill of Quantity: BQ）、諸経費（共通仮設費、現場管理費、一

般管理費等）の内訳について、算定根拠（バックデータ、適用した積算基準等）とと

もに提出する。 

なお、直接工事費の内訳（Bill of Quantity: BQ）は、最低限、予備設計レベル（百

番台）まで細分化すること。 

また、諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）については、率計上分に加

えて、積上げ計上分も含むものとする（積上げ計上については、具体的に計上した費

目が分かるように明記すること。）。 

⑥ 概略事業費にかかるコスト縮減の検討 

概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討する（特に主要な

本邦技術・工法については、従来技術・工法とのコスト比較は必須とする。）。コス

ト縮減にかかる検討結果を別途JICAが指示する様式にとりまとめ、提出する。 

⑦ 類似案件との概略事業費等の比較 

事業費については、その妥当性を確認するため、他ドナーや当国政府等が実施した類

似案件についての以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して

「事業費等の比較資料」（様式の指定なし）を簡便に作成し、上記で実施した概略事

業費の妥当性を示す資料として同時に提出する。 

・ 実施時期 

・ 事業費（総事業費（当初見積額・実績額）及び内訳） 

・ 設計条件・仕様 

・ 入札方法（PQ基準、国際入札／国内入札等） 

・ 契約条件（総価方式／BQ方式、支払条件（履行保証の有無等）等） 

・ 施工監理方法（品質管理、工程管理、安全管理等） 

 

（２３）事業実施計画の策定 

① 施工計画の策定 

建設工法、施工手順、資機材等の調達方法等を施工計画にて提案する。また、事

業用地が地雷・不発弾によって汚染されていないことを、カンボジア政府に確認す

る。 

② 建設期間中の交通管理計画及び安全管理計画の策定 

安全対策に係る借入国の法令及び「JICA安全標準仕様書（JICA Standard Safety 

Specification: JSSS」（2021年2月）を確認の上、工事安全対策並びに事業地周辺

の交通への負荷を考慮した交通管理計画を提案する。また、治安上の安全対策とし

て必要な経費が発生する可能性がある場合はJICAから提供される「安全対策ガイダ

ンス」（2019年4月）を参照しつつ、事業費に計上する。 

③ 特殊工法、調達方法に影響する可能性のある工法の抽出 

特殊工法、調達方法に影響する可能性のある工法がある場合には、施工計画の中

で明確にする。 

④ 必要な資機材の調達事情の調査 

事業で使用する主な資機材について、借入国、隣接国又は第三国での調達可能性

を整理する。 

⑤ 資金調達計画の検討 
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外貨・内貨構成を含む資金計画、支出計画を暦年毎に策定する。円借款対象部分

は非適格項目を除く事業費の100％が上限となる。借款対象外部分の資金調達につ

いても検討する。 

⑥ その他配慮事項 

上記の他、事業の実施に際して社会開発促進の観点から配慮すべきと考えられる

内容（ジェンダー、貧困、エイズ等感染症対策、参加型開発等）について、必要あ

れば検討し、提言を行う。 

 

（２４）事業効果の検討 

本事業によって得られる効果を定量的効果、定性的効果に分けて評価する。なお、

IRRの算出は、別途JICAから提供されるIRRマニュアルを参考とする。（同マニュアル

は公示の際に貸与資料扱いとし、契約締結後正式に配布扱いとする。） 

① 定量的効果 

ア）内部収益率（IRR） 

本事業の資金計画等に基づき、経済的内部収益率（EIRR）を算出する。また調査対象

事業が将来的に料金収入を伴う場合、財務的内部収益率（FIRR）も併せて算出する。

算出に当たってはJICAから提供される「IRR（内部収益率）算出マニュアル」に準拠す

ること。なお、IRR算出にかかる以下の詳細については報告書には記載せず、別途JICA

に提出する。 

・計算根拠（算出にあたっての仮定・前提、単価の設定根拠等を含む） 

・算出に使用した計算シート（Microsoft Excelの電子データ） 

イ）運用・効果指標 

「資金協力事業 開発課題別の指標例（JICA、2020年2月）」を参照しつつ、運用・効

果指標を設定し、基準値と共に事業完成の2年後をめどとした目標値の設定、データ

入手手段の提案、評価にあたっての留意事項の整理を行う。なお、本事業における運

用・効果指標としては下記を想定するが、その他にも有益な指標があれば適宜提案す

ること。 

・「浸水深（cm）／事業完了2年後の目標値：最大20」 

・「浸水継続時間（時間）／事業完了2年後の目標値：最長2」 

② 定性的効果 

本事業によって得られる定性的効果を明確な根拠と共に、可能な限り具体的に提案

する。その際、可能であれば本事業の実施によって得られる本邦企業（本事業におけ

る受注企業以外）への裨益効果についても検討する（借入国に進出している本邦製造

企業にもたらされる便益等）。 

 

（２５）調達計画の策定 

概略設計、施工計画に基づき、調達すべき資機材の数量を算出する。また、将来の

コントラクター応札の観点から契約形態に相応しいパッケージ分けを検討し、パッケ

ージごとに外貨・内貨の内訳を設定根拠とともに明らかにする。検討にあたっては「円

借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン（2012年4月）」、及び各種標

準入札書類の内容を踏まえること。なお、下記②～⑤の内容については報告書には記

載せず、別途JICAに提出する。 

①借入国における当該類似事業の調達事情 

・当該事業で実施される類似の工事／設備導入にかかる入札と契約にかかる一般事情 

・現地施工業者の一般事情（施工実績、保有する建設機械等） 
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・現地コンサルタントの一般事情（詳細設計、入札補助、施工監理における経験・能

力） 

②入札手法、契約条件の設定 

・調達方式 

・契約約款 

・契約条件書等の設定の基本方針 

・適用するJICA標準入札書類 等 

③コンサルタントの選定方法案 

・ショートリストの策定方法 

・コンサルタントのプロポーザル選定方法（QCBS/QBS）等 

④施工業者の選定方針案 

・PQ条件の設定 

・入札パッケージ（発注規模、工種別の発注等）の考え方 

・Local Competitive Bidding（LCB）の採否 等 

⑤事業実施スケジュール 

実施機関は円借款事業の実績がなく、他ドナーのローン事業の経験も少ないことか

ら、以下の点を含めてスケジュールの策定及び実施機関への説明・合意形成を行う。 

・各パッケージの詳細設計、入札書類作成、事前資格審査（PQ）、PQ評価、入札期間、

入札評価、契約交渉、契約締結の時期・期間がわかるようにすること。  

・コンサルタントの選定手続きのブレークダウン（ショートリスト・招請状・TOR作

成、プロポーザル作成期間、プロポーザル評価、契約交渉、契約締結）についても

わかるようにすることとし、カンボジア政府側の同意申請及びJICAの同意等にかか

る期間も踏まえて作成すること。 

・加えて、施工にあたって重要な項目及び環境社会配慮、使用許可、用地取得等の外

部条件を調査・整理して、バーチャート上に示すこと。 

・円滑に本事業を進めるために、関係機関及び借入人（MEF）が対応すべき実施項目を

一覧表にまとめて、実施部署、実施期限、実施手段をまとめたアクションプランを

作成する。 

 

（２６）実施機関負担事項の確認 

①用地の取得・確保（作業用地、土取り場、土捨て場等を含む） 

工事実施に必要となる用地について、所有者、規模、位置、アクセス方法、取得完了

予定時期、実施機関の責任・役割を整理する。また、作業用地、土取り場、土捨て場

については、位置、規模の概略を確定する。 

②住民移転 

住民移転について、地籍図を基に合法・非合法別の移転規模、移転完了時期、実施機

関の責任・役割を整理する。 

④ 支障物移設 

支障物移設について、支障物の種類ごとに移設完了時期（移設に必要な期間）、占有

物件管理者・実施機関の責任・役割を整理する。 

④事業実施に必要な許認可 

事業実施に必要な許認可について、許認可権者、許認可取得に要する期間、実施機関

の責任・役割を整理する。 

⑤工事実施上の規制（工事安全、環境等を含む） 

工事実施上の規制について、規制権者、実施機関との関係を整理する。 



2021年10月版 

43 

 

 

（２７）ジェンダー視点に立った調査及び計画策定 

①現状把握 

事業対象地域のジェンダーに関連する社会規範・慣習を踏まえ、本事業で想定する

裨益者の男女で異なるニーズや課題等について調査する。また、実施機関における女

性の雇用促進や管理職割合、技術者育成等のジェンダーに係る方針を確認するととも

に、他ドナー実施分も含む類似事業における労働者の女性割合の現状、雇用体制に沿

った必要な施設整備（男女それぞれに必要なトイレ・更衣室などの設置）、ジェンダ

ー視点に係る施策の有無・内容等を調査する。 

②上記を踏まえた実施機関との協議 

上記の調査実施後、実施機関との協議を行い、ジェンダー課題やニーズに対応する

ための取組み（本事業におけるジェンダー視点に立った設計・仕様・取組の反映、本

体工事における非熟練／熟練労働者雇用に占める女性割合の設定、同一賃金の徹底、

女性労働者用ファシリティの設置、等）の事業内容への反映を検討する。加えて、住

民説明会におけるジェンダーバランスの担保、男女双方からのヒアリングを通じた対

象地域被影響住民の適切な把握、寡婦世帯・女性世帯主世帯など特に脆弱な状況にお

かれた世帯への特別保証措置等の方策につき、検討する。 

具体的な検討に際してのステップは以下の通り。 

ア）本事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための設計・仕様・取組を特

定・設定する。 

イ）ジェンダー視点に立ったアウトプット（運用・効果）設定の必要性を検討する。 

ウ）ジェンダー視点に立った設計・仕様・取組を担保し測定するための運用・効果

指標を設定する。 

また、Gender Assessment Report等の提出を要請された場合には、実施機関による資

料作成や質疑応答等の業務支援を行う。 

③ その他 

調査の実施においては、参考資料①を参照すること。また、新型コロナウイルス感

染拡大により、女性や少女に様々な影響が出ていることを念頭に、参考資料②を参照

し調査すること。 

・参考資料①JICA事業におけるジェンダー主流化のための手引き（環境管理） 

https://www.jica.go.jp/activities/issues/gender/materials/ku57pq00002hdtvc-

att/guidance_03_env_control.pdf  

・参考資料②ガイダンスノート「ジェンダーの視点に立ったCOVID-19対策の推進」 

https://www.jica.go.jp/activities/issues/gender/materials/COVID-19.html  

 

（２８）免税措置の確認 

当国での先行する円借款事業における免税対応も参考に、本事業における当国の免税

措置について、当国の法制度を参照しつつ、確認する。 

 

（２９）本事業実施にあたっての留意事項の整理 

本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると

考えられる留意事項を整理する。なお、プロジェクト実施に際しての以下の項目を含

む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調査関連資料」として、別途

JICAに提出する。 

① カンボジア国における当該類似業務の調達事情 
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・一般土木・建築工事の入札と契約にかかる一般事情 

・現地コンサルタント（詳細設計、施工監理）の一般状況 

・現地施工業者の情報 

② 入札手法、契約条件の設定 

・契約、契約条件書等の設定の基本方針等 

③ コンサルタントの選定方法 

・International Consultantsの採否等 

④ 施工業者の選定方針 

・PQ：Pre-Qualification条件の設定 

・LCB：Local Competitive Biddingの採否 

・入札パッケージ（発注規模、工種別の発注等）の考え方等 

⑤ 事業実施上の留意事項の整理 

・既存運営事業者との調整 

・HIV対策 

・軍事利用の回避 等 

 

（３０）コンサルティング・サービス 

上記一連の調査内容を踏まえ、事業実施に際して必要となるコンサルティング・サー

ビス（詳細設計、入札補助、施工監理、技術移転等）の内容とその規模（業務人月）

について提案する（コンサルタントTOR（案）の作成を含む）。提案内容については報

告書には記載せず、別途JICAに提出する。 

 

（３１）本邦企業説明会の実施 

 「第７条（１２）本邦技術の活用可能性の検討」により本邦企業に優位性がある技

術等が確認された場合には、本事業に関する本邦企業説明会の開催に当たって、資料

案を作成のうえ、JICA本部の確認・承認を得る。また、JICA本部の指示のもとで必要

に応じて企業説明会実施にかかる運営事務（案内、議事録作成、企業等への連絡・調

整等）や説明会会場における質疑対応等を行う。会場は原則、JICAの施設を利用する。 

 なお、想定される本邦企業説明会の概要は、以下のとおりです。 

・目的：本邦企業に対する事業説明と参画意向の確認 

・実施時期：「第８条成果品等」に規定するドラフト・ファイナル・レポートの提出

前（2022年12月頃を想定） 

・回数：参加企業の予定に合わせて1～2回程度 

・規模・参加者：関連業界団体に所属する企業等を中心に、本事業に関心を有すると

思われる企業複数社 

 

（３２）分野横断的な取り組み、様々なアクターとの連携 

JICAでは、「JICAクリーン・シティ・イニシアティブ」により都市衛生の改善を推

進しており、本事業で検討する新規に施設整備を行う地区での排水施設への廃棄物投

棄に対する啓発活動等のソフトコンポーネント等は、同イニシアティブに合致する。 

本事業のソフトコンポーネントやこれまでのJICA技術協力の経験を活かすことで、

適切な環境社会配慮の確保に向けた政策･法制度整備や実施能力の強化等に資するこ

とが期待されるため、下水・廃棄物分野での取り組み状況を確認し、有機的な連携や

相乗効果が図れるような計画とすること。 

また、総合的なプノンペン都のまちづくりを進めていく上で、雨水排水施設と汚水
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処理施設の適切な整備・管理による衛生環境改善の促進、防災データ整備、デジタル

技術の導入等の分野横断的な取り組みや、日本の地方自治体や民間企業等の様々なア

クターとの連携することは、本事業の効果発現の増大に繋がることから、本事業以外

の分野・アクターとの連携の可能性を調査・検討し、提案する。 

 

（３３）日本らしさや日本の顔が見える支援 

プノンペン都の雨水排水施設の整備は、1990年代後半から20年以上にわたり、プノ

ンペン都の都市排水・洪水対策に係るマスタープランの策定や無償資金協力による施

設整備・機材供与を支援しており、長年の支援によるノウハウや貢献が評価され、同

分野での継続的な支援が大きく期待されている。 

本事業では、ソフトコンポーネントによる日本人専門家の技術指導や啓発活動にお

いて、JICAの取り組みの発信を強化することを想定しており、下水管理に係る技術協

力及び無償資金協力と合わせてプノンペン都の「きれいな街」をつくる取り組みに

JICAが総合的に取り組んでいることを積極的に発信していくにあたって、これまでの

プノンペン都の街づくり（主に都市環境管理分野）に関する協力の成果を確認し、整

理する。 

 

（３４）事業実施に当たっての留意事項及び提言 

事業実施に当たっての留意事項及び提言をまとめる。さらに、本事業の実施にあた

って予想されるプロジェクトリスクを、リスク管理シート（別途JICAより提供）のフ

ォーマットを使用して洗い出した上で、それらの回避策、緩和策、対応策について提

案し、プノンペン都と十分に協議・確認する。また、本事業における他ドナー、及び

民間事業者との連携方法についても必要に応じて提案すること。 

 

（３５）ドラフト・ファイナル・レポート（以下、「DF/R」という。）の作成･協議 

調査結果を取りまとめたDF/R（案）を作成し、JICAに提出の上、必要箇所の修正を

行い、DF/Rを確定する。DF/Rをプノンペン都及び関係機関に説明し、協議を通して先

方の同意を得る。 

 

（３６）ファイナル・レポート（以下、「F/R」という。）の作成・提出 

DF/Rに対するプノンペン都及び関係機関並びにさらなるJICAからのコメントを検

討の上、必要な箇所について修正し、F/Rを作成し、提出する。 

 

（３７）プルーフエンジニアリング実施のための資料作成 

 本業務の成果については、JICAが別途雇用するコンサルタントによる照査を行う

（プルーフエンジニアリング：PE）可能性がある。PEを行う場合は、以下の時期にお

いてJICA本部が指示する内容を簡潔に整理し、その内容について承諾を得るものとす

る。なお、各時期において主に整理する内容は、以下を予定している。 

① 業務計画書案の提出時 

・調査の基本方針 

・工事費積算に当たっての留意事項（事業内容、施工サイトの特性等を踏まえた留意

点） 

②工事費積算の作業開始直前 

・工事費積算の基本方針（適用予定の積算基準、直接工事費・諸経費の積算方法） 

・適用予定の本邦工法・技術 
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③工事費積算（案）の提出直後 

・事業費積算（案） 

・工期  ※ 雨季・冬季・出水期における休工期間を考慮すること 

・主要工種の工法（仮設・架設を含む） 

受注者は、このPEの結果を踏まえて各レポート等に必要な修正を行うこと。なお、

PEには約4週間（業務計画書案の提出時においては約3週間）を要するため、PE結果を

踏まえた修正作業期間を考慮して説明資料提出時期を設定すること。 

 

（３８）COVID 19による影響に配慮した計画策定 

コロナ対策に関する現地の法令・ガイダンス等を調査し、これらを踏まえて、下記の

通りコスト積算、実施スケジュール、コンサルタントTOR等に反映する。 

①コスト積算：現地の法令・ガイダンスや対外公表されている建設現場におけるコロ

ナ対策を参考に、必要となるコロナ対策費を積算に含める。また、事業実施中の感染

拡大状況の変化に対応するための暫定金額を計上する。 

②実施スケジュール、コンサルタントTOR・MM策定：上記法令等を踏まえて、現実的な

スケジュールならびに必要なTORを作成する。 

 

（３９）レポート等の作成・協議 

①上記の作業を踏まえて、「第８条 成果品等」に記載の各レポートを作成のうえ、

JICA本部に確認・承認を得ることとする。 

②現地調査の冒頭には、レポート内容について先方関係省庁・機関に対し内容を説明

し、協議・確認する。また借入国にJICA事務所がある場合は、当該事務所に対しても

内容の説明を行う。 

③当国関係省庁・機関の事業承認に必要な情報を提供するために、別途JICAが指定す

る様式で情報提供を求める可能性がある。 

 

第８条 成果品等 

調査の各段階にて作成・提出する報告書等は以下の通り。このうち、本契約の最終

成果品は、下記「（１）⑤F/R」「（１）⑥デジタル画像集」とする。各報告書のプノ

ンペン都及び関係機関への説明、協議に際しては、事前にJICAに説明の上、その内容

について了承を得るものとする。JICAへの事前提出にあたっては、JICAが内容を確認

するための十分な時間を確保すること。なお、当該説明については、打ち合わせによ

ることを原則とする。また、打ち合わせ後に受注者にて打合簿を作成し、監督職員の

確認を得る。 

それぞれの「提出時期」は、事前のJICAとの協議結果が反映され、JICAが了承した

内容の報告書が完成するタイミングを意味している。なお、②～④のレポート提出時

期については、各1回の提出前提に、より合理的な提出時期をプロポーザルで提案す

ることを妨げないが、環境社会配慮の助言委員会の開催スケジュールを踏まえて、原

則、下記の時期を前提にすすめること。 

プノンペン都や関係機関との協議、国内の会議等に際し追加的に必要な部数は別途

用意すること。 

（１） 調査報告書 

① 業務計画書 

・ 記載事項：共通仕様書第6条に記載のとおり 
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・ 提出時期：契約開始後10営業日以内 

・ 提出部数：和文5部、電子データ 

②  IC/R（インセプション・レポート） 

・ 記載事項：調査の基本方針、実施体制、作業計画（調査方法、調査項目、工程、

要員計画、調査精度等）、便宜供与依頼内容等 

・ 提出時期：調査開始時（2022年3月下旬～4月上旬） 

・ 提出部数：英文15部、電子データ 

③  IT/R（インテリム・レポート） 

・ 記載事項：基礎情報の整理、事業の背景と必要性・妥当性、自然条件調査、雨

水排水施設の整備に係る基本計画、概略設計、本邦技術の活用可能性、調達計画、事

業実施体制、運営・維持管理機関の体制、技術指導の必要性・内容の検討、環境社会

配慮調査結果の中間報告、ジェンダーの視点に立った調査と計画策定、気候変動適応

策への対応、洪水被害状況の調査・外水対策の検討、次期現地調査での検討事項等 

・ 提出時期：2022年9月下旬 

・ 提出部数：英文15部、和文5部、和文（要約）5部、電子データ 

④  DF/R（ドラフト・ファイナル・レポート）（経済財務分析に用いたキャッシ

ュ・フロー表等の Excelファイル（分析の過程が分かるもの）を含む） 

・ 記載事項：全調査結果 

・ 提出時期：2022年12月中旬 

・ 提出部数：英文15部、和文5部、和文（要約）5部、電子データ 

⑤  F/R（ファイナル・レポート）／準備調査報告書（経済財務分析に用いたキ

ャッシュ・フロー表等の Excelファイル（分析の過程が分かるもの）を含む） 

・ 記載事項：DF/Rに対するコメントに対応して必要な修正を行ったもの。 

・ 提出時期：2023年4月下旬 

・ 提出部数：英文20部、CD-R 6部  

英文（簡易製本版）（注）：英文20部、CD-R 6部 

和文10部、CD-R4部 

和文（要約）（注）：10部、CD-R 4部 

（注）F/Rは製本版が一定期間非公開となる情報を含むため、一定期間非公開となる

情報を除いた英文（簡易製本版）20部及び和文（要約）10部を作成し、調査終了後速

やかに公開する。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な

削除対象箇所については、別途JICAと十分に協議の上決定する。 

ア） コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経

済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報 

イ） 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報 

ウ） 民間企業の事業や財務に関わる情報 

⑥    デジタル画像集 

本事業実施前と、円借款による事業が完了するタイミングでの事業効果の対比を行

うことができる現場写真または映像資料を、デジタル画像集としてまとめJICAへ提出

する。デジタル画像集には、本事業の全体像が把握できるよう、対象地域・既存施設・

周辺地域の状況、現地のボトルネックの現状等を含めること。また、簡単なキャプシ

ョンや、撮影時の情報（撮影場所、撮影日等）を付した「デジタル画像記録表」を作

成し、画像集に添付する事。画像集に収録された映像・写真の著作権は、成果品の検

査合格と同時にJICAに譲渡されるものとし、著作権がJICAに譲渡された部分の利用ま

たは改変については、受注者はJICAに対して著作者人格権を行使しないものとする。 
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・   記載事項：事業対象サイト等のデジタル画像 

・   提出時期：準備調査報告書と同時提出 

・   提出部数：CD-R 3部 

 

（２） その他の提出物 

① 議事録等 

各報告書に係るカンボジア側関係機関や本邦企業との説明・協議概要を協議議事録

（Minutes of Meeting）に取りまとめ、JICAに速やかに提出する。また、JICA及び調

査団が主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容等をとりまとめ、

3日程度のうちにJICAに提出すること。JICAカンボジア事務所における会議について

も同様とする。なお、関連会議・検討会の開催に先立ち、可能な限り10日程度前まで

に配布資料をJICAに提出すること。 

② コンサルタント業務従事月報  

コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、業務従事月報

を作成し、翌月15日までに監督職員又は分任監督職員に提出する。 

③ カンボジア政府への提出文書 

 カンボジア政府（プノンペン都を含む）に文書を提出する場合には、その写しを速

やかにJICA（現地調査の場合で現地にJICA事務所がある場合は当該事務所の事務所長

も含む）に提出する。 

④ 概略事業費詳細 

 概略事業費の詳細をJICAへ提出する。 

③  PEによる照査に係る資料 

 PEを行う場合は、PEによる照査に必要となる資料を、「第５条（１２）JICAによる

プルーフエンジニアリングに対する協力」に記載のとおりJICAに提出する。 

⑥ リスク管理シート 

本事業実施にあたってのリスクを把握するため、JICAの指定するフォーマットを用い

てリスク分析を行い、提出する。 

⑦ 環境社会配慮関連資料 

環境管理計画及びモニタリング計画、スクリーニングフォーム、環境チェックリスト、

簡易住民移転計画案および関連の調査結果資料をJICAへ提出する。 

⑧ 調達方法（案） 

事業実施に際しての調達方法の考え方を整理してJICAへ提出する。 

⑧  本邦技術の比較優位及び本事業への適用 

⑨  収集資料 

本件調査を通じて収集した資料及びデータは項目毎に整理し、JICA様式による収集資

料リストを付したうえで調査終了後JICAに提出する 

⑩  その他 

上記提出物の他、JICAが必要と認め、書面により報告を求める場合には、速やかに

これに対応すること。 

 

（３） 報告書の作成・印刷仕様 

F/R以外の仕様は、簡易製本とする。F/Rの印刷仕様及び電子化の仕様は、「コンサ

ルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」（2020年1

月）の通りとする。なお、仕様の詳細はJICAの指示に従うものとする。 
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（４） 収集資料 

本業務を通じて収集した資料及びデータは項目ごとに整理し、可能な限り電子デー

タに収録し、収集資料リストを添付の上、JICAに提出する。 

 

（５） その他、調査報告書作成にあたっての留意事項 

・各調査報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。 

・各調査報告書表紙の裏面には、調査時に用いた通貨換算率とその適用年月日を記載

すること。 

・IT/R、DF/R及びF/Rについては、各調査報告書の巻頭には、10ページ程度に取りまと

めた要約を含めること。 

・報告書が分冊形式になる場合は、本編とデータの根拠（資料編の項目）等との照合

が容易に行えるよう工夫を施すこと。 

・報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保する

こと。加えて、専門性の高い用語を用いる場合には、適宜補注等で説明を行うこと。 

・また、英文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に

通用する英文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイ

ティブスピーカーの校閲を受けること。 

・報告書で引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記すること。 

 

第９条 機材の調達 

 業務遂行上必要な機材については、「コンサルタント等契約における物品・機材の

調達・管理ガイドライン（2017年6月）」に則り適切な調達及び管理等を行う。本邦か

ら携行する受注者の所有機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち帰らない機材であ

って、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行うも

のとする。 

 

第１０条 その他の留意事項 

（１）不正腐敗の防止 

 本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014年10月）」の趣

旨を念頭に業務を行う。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口また

はJICA担当者に速やかに相談するものとする。 

 

（２）適用する約款 

本業務にかかる契約は「成果品の完成を約しその対価を支払う」と規定する約款を

適用し、すべての費用について消費税を課税することを想定している。 
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第４章 業務実施上の条件 

（１）業務工程 

2022年3月中下旬より業務を開始し、2023年5月下旬の終了を目途とする。各調

査報告書作成時期の目途は以下の通り。 

１）業務計画書：契約開始後10営業日以内 

２）IC/R：2022年3月下旬～4月上旬 

３）IT/R：2022年9月下旬 

４）DF/R：2022年12月中旬 

５）F/R：2023年4月下旬 

（２）業務量目途と業務従事者構成案 

１）業務量の目途 

  ３８.５０月（現地：２７.５０人月、国内：１１.００人月） 

２）業務従事者の構成案 

業務従事者の構成（及び格付案）は以下を想定していますが、競争参加者は、

業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成（及び格付）を提案

してください。 

① 業務主任者/雨水排水計画（2号） 

② 排水施設設計（3号） 

③ 機械・電気設備計画（3号） 

④ 組織制度／運営・維持管理計画 

⑤ 調達／施工計画 

⑥ 事業費積算 

⑦ 経済・財務分析 

⑧ 水文・水理洪水被害状況調査／河川管理計画／気候変動対策 

⑨ 自然条件調査 

⑩ 環境社会配慮（社会環境）／ジェンダー主流化 

⑪ 環境社会配慮（自然環境）／都市環境管理  

  

（３）現地再委託 

以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人（ローカルコンサルタン

ト等）への再委託を認めます。 

なお、現地再委託については「コンサルタント等契約における現地再委託ガイ

ドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、

現地において適切な監督、指示を行うものとする。プロポーザルでは、現地再委

託対象業務の実施方法と契約手続き（見積書による価格比較、入札など）、価格

競争に参加を想定している現地業者の候補者名ならびに現地再委託業務の監督・

成果品の検査の方法など、より具体的な提案を可能な範囲で行う。 

 自然条件調査 

 環境社会配慮 

 EIA作成・承認取り付け支援 

（４）配布資料／公開資料等 

  １）公開資料  
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 開発調査型技術協力「プノンペン都下水･排水改善プロジェクト」（2014～

2016 年） 

https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_109_12270278.html  

 無償資金協力「プノンペン市洪水防御・排水改善計画」（2001 年～2004

年） 

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0205700_4_f.pdf  

 無償資金協力「第二次プノンペン市洪水防御及び排水改善計画」（2005 年

～2010 年） 

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_0700100_4_f.pdf  

 無償資金協力「第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画」（2011 年～

2015 年） 

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2010_1061230_1_s.pdf  

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2018_1061230_4_f.pdf  

 無償資金協力「第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画」（2016 年～現

在） 

https://openjicareport.jica.go.jp/617/617/617_109_12270807.html  

 技術協力プロジェクト「プノンペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能力

強化プロジェクト」（2019 年 4 月〜2023 年 4 月） 

https://www.jica.go.jp/oda/project/1700742/index.html  

 草の根技術協力「プノンペン都廃棄物管理改善事業」（2019 年 1 月～2023

年 4 月） 

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/chiiki/ku57pq00000x9trj-

att/cam_11_t.pdf  

 無償資金協力「プノンペン下水道整備計画準備調査」（2019 年）  

https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_109_12335022.html  

 無償資金協力「プノンペンにおける下水道整備計画」（2019 年） 

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2019_1960340_1_s.pdf  

 円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン・標準入札書類等 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guidel

ine/index.html  

 協力準備調査の設計・積算マニュアル（試行版） 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/plan_ma

n.html  

 JICA環境ガイドライン（2010年 4月） 

https://www.jica.go.jp/environment/guideline/  

 気候変動対策支援ツール／適応策 

http://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/adaptation_j.html  

 資金協力事業 開発課題別の指標例 

https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/indicators/aid_business.

html  

（５）対象国の便宜供与 

実施機関となるプノンペン都公共事業運輸局からの調査団への便宜供与の主

な内容は以下が想定される。机・椅子・キャビネット・プリンター・スキャナー・

エアコンの購入費用とインターネットの接続費用と使用料（オフィススペースに

https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_109_12270278.html
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0205700_4_f.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_0700100_4_f.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2010_1061230_1_s.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2018_1061230_4_f.pdf
https://openjicareport.jica.go.jp/617/617/617_109_12270807.html
https://www.jica.go.jp/oda/project/1700742/index.html
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/chiiki/ku57pq00000x9trj-att/cam_11_t.pdf
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/chiiki/ku57pq00000x9trj-att/cam_11_t.pdf
https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_109_12335022.html
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2019_1960340_1_s.pdf
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guideline/index.html
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guideline/index.html
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/plan_man.html
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/plan_man.html
https://www.jica.go.jp/environment/guideline/
http://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/adaptation_j.html
https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/indicators/aid_business.html
https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/indicators/aid_business.html
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Wi-Fi環境が含まれない場合があります）等の必要な経費は、プロポーザルにて

提案し、費用を計上すること。 

 プロジェクト事務所（電気・水道水を含む 10～12名程度が作業可能なオ

フィススペース） 

 調査に必要な情報、データの提供（他機関等から購入しなければならない

データ等が想定される場合は、調査費に計上すること） 

 カウンターパートの配置 

 現地調査に必要な許可証等の取得に係る支援 

 

（６）その他留意事項 

１）安全管理  

現地作業に先立ち渡航予定の業務従事者全員を外務省「たびレジ」に登録し、

渡航2週間前までにJICAカンボジア事務所代表メールアドレス（ cm_oso_ 

rep@jica.go.jp）宛に渡航情報（日程・宿泊先・宿泊先の電話番号・移動手段）

を連絡する。現地滞在期間中は安全管理に十分留意し、当地の治安状況について

は、在カンボジア日本大使館、JICAカンボジア事務所より十分な情報収集を行う

とともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整

作業を十分に行う。 

また、JICAカンボジア事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動

を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をと

るよう留意する。 

 

以上 


